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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各「陳列商品（特定物）又は陳列商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』とい
う）との１対１の関係が分かるような位置（前記各商品の表面をも含む）に配置されてお
り、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識別情報もし
くは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の
前記識別情報に対応する情報」（後述の感想記録手段に記録されている「情報」と同一の
又はこれと対応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識別情報等
記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に記録されてい
る識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等
送信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各『商品等』に関
するユーザーの感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための
感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「前記の各『商品等』
を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想に



(2) JP 4486120 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

アクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記識別情報等記録手
段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対応
する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する若しくは前記或る『商品等』を識別する識別情報
等の情報を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側
からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応
する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザー
Ａ側に向けて送信するための感想送信手段と、
を含み、前記感想送信手段は、前記ユーザーＡ側からの送信要求であって前記識別情報等
送信手段から送信された「前記現実の店舗内に陳列されている或る『商品等』を識別する
ための識別情報等」に対応する『商品等』についての他のユーザーＢの感想を送信してく
れとの送信要求が、前記送信要求受信手段により受信されたことに対応して、「前記感想
記録手段に記録されている、前記識別情報等に対応する『商品等』についての他のユーザ
ーＢの感想」を、前記ユーザーＡ側に向けてネットワーク経由で送信するものである、こ
とを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
【請求項２】
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各『陳列商品（特定物）又は陳列商品（不特定物）の種類』（以下『商品等』とい
う）との１対１の関係が分かるような位置（前記各商品の表面をも含む）に配置されてお
り、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識別情報もし
くは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の
前記識別情報に対応する情報」を記録しておくための識別情報等記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、「前記識別情報等記録手段に記録されて
いる、前記各『商品等』を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての
他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」
（後述の感想記録手段に記録されている「情報」と同一の又はこれと対応する情報。以下
「識別情報等」という）を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための
識別情報等送信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各『商品等』に関
する他のユーザーＢの感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信する
ための感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「前記の各『商品等』
を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想に
アクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記識別情報等記録手
段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対応
する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する情報であって「前記識別情報等送信手段からユー
ザーＡ側に送信された識別情報等」を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側
からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応
する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザー
Ａ側に向けて送信するための感想送信手段と、
を含むことを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
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【請求項３】
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各「商品（特定物
）又は商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』という）に関する他のユーザーＢの感
想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「各『商品等』を識別
するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセ
スするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（後述の識別情報等記録手段が
各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対応する
情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する若しくは前記或る『商品等』を識別する識別情報
等の情報を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザー側か
らの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応す
る『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザーＡ
側に向けて送信するための感想送信手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各『商品等』との１対１の関係が分かるような位置（各商品の表面をも含む）に配
置されており、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識
別情報もしくは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情
報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記感想記録手段に記録されている「情報」
と同一の又はこれと対応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識
別情報等記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に記録されてい
る識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等
送信手段と、
を含み、前記感想送信手段は、ユーザーＡ側からの送信要求であって前記識別情報等送信
手段により送信された「前記現実の店舗内に陳列されている或る『商品等』を識別するた
めの識別情報等」に対応する『商品等』についての他のユーザーＢの感想を送信してくれ
との送信要求が、前記送信要求受信手段により受信されたことに対応して、「前記感想記
録手段に記録されている、前記識別情報等に対応する『商品等』についての他のユーザー
の感想」を、前記ユーザー側に向けてネットワーク経由で送信するものである、ことを特
徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
【請求項４】
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各「商品（特定物
）又は商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』という）に関する他のユーザーＢの感
想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「前記の各『商品等』
を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想に
アクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（後述の識別情報等記録
手段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対
応する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する情報であって「後述の識別情報等送信手段からユ
ーザーＡ側に送信された識別情報等」を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
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　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側
からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応
する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザー
Ａ側に向けてネットワーク経由で送信するための感想送信手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各『商品等』との１対１の関係が分かるような位置（各商品の表面をも含む）に配
置されており、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識
別情報もしくは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情
報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記感想記録手段に記録されている「情報」
と同一の又はこれと対応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識
別情報等記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に記録されてい
る識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等
送信手段と、
を含むことを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
【請求項５】
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各「陳列商品（特定物）又は陳列商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』とい
う）との１対１の関係が分かるような位置（前記各商品の表面をも含む）に配置されてお
り、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識別情報もし
くは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の
前記識別情報に対応する情報」（後述の感想記録手段に記録されている「情報」と同一の
又はこれと対応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識別情報等
記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に記録されてい
る識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等
送信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各『商品等』に関
するユーザーの感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための
感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「前記の各『商品等』
を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想に
アクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記識別情報等記録手
段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対応
する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する若しくは前記或る『商品等』を識別する識別情報
等の情報を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側
からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応
する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザー
Ａ側に向けて送信するための感想送信手段と、
を含み、前記感想送信手段は、前記ユーザーＡ側からの送信要求であって前記識別情報等
送信手段から送信された「前記現実の店舗内に陳列されている或る『商品等』を識別する
ための識別情報等」に対応する『商品等』についての他のユーザーＢの感想を送信してく
れとの送信要求が、前記送信要求受信手段により受信されたことに対応して、「前記感想
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記録手段に記録されている、前記識別情報等に対応する『商品等』についての他のユーザ
ーＢの感想」を、前記ユーザーＡ側に向けてネットワーク経由で送信するものである、こ
とを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
【請求項６】
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各『陳列商品（特定物）又は陳列商品（不特定物）の種類』（以下『商品等』とい
う）との１対１の関係が分かるような位置（前記各商品の表面をも含む）に配置されてお
り、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識別情報もし
くは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の
前記識別情報に対応する情報」を記録しておくための識別情報等記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、「前記識別情報等記録手段に記録されて
いる、前記各『商品等』を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての
他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」
（後述の感想記録手段に記録されている「情報」と同一の又はこれと対応する情報。以下
「識別情報等」という）を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための
識別情報等送信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各『商品等』に関
する他のユーザーＢの感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信する
ための感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「前記の各『商品等』
を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想に
アクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記識別情報等記録手
段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対応
する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する情報であって「前記識別情報等送信手段からユー
ザーＡ側に送信された識別情報等」を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側
からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応
する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザー
Ａ側に向けて送信するための感想送信手段と、
を含むことを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
【請求項７】
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各「商品（特定物
）又は商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』という）に関する他のユーザーＢの感
想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「各『商品等』を識別
するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセ
スするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（後述の識別情報等記録手段が
各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対応する
情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する若しくは前記或る『商品等』を識別する識別情報
等の情報を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザー側か
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らの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応す
る『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザーＡ
側に向けて送信するための感想送信手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各『商品等』との１対１の関係が分かるような位置（各商品の表面をも含む）に配
置されており、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識
別情報もしくは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情
報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記感想記録手段に記録されている「情報」
と同一の又はこれと対応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識
別情報等記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に記録されてい
る識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等
送信手段と、
を含み、前記感想送信手段は、ユーザーＡ側からの送信要求であって前記識別情報等送信
手段により送信された「前記現実の店舗内に陳列されている或る『商品等』を識別するた
めの識別情報等」に対応する『商品等』についての他のユーザーＢの感想を送信してくれ
との送信要求が、前記送信要求受信手段により受信されたことに対応して、「前記感想記
録手段に記録されている、前記識別情報等に対応する『商品等』についての他のユーザー
の感想」を、前記ユーザー側に向けてネットワーク経由で送信するものである、ことを特
徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
【請求項８】
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各「商品（特定物
）又は商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』という）に関する他のユーザーＢの感
想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための感想受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「前記の各『商品等』
を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想に
アクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（後述の識別情報等記録
手段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対
応する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側
から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送
信要求（前記或る『商品等』に対応する情報であって「後述の識別情報等送信手段からユ
ーザーＡ側に送信された識別情報等」を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、
　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側
からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応
する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザー
Ａ側に向けてネットワーク経由で送信するための感想送信手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列され
ている各『商品等』との１対１の関係が分かるような位置（各商品の表面をも含む）に配
置されており、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識
別情報もしくは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情
報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記感想記録手段に記録されている「情報」
と同一の又はこれと対応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識
別情報等記録手段と、
　現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェ
ア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に記録されてい
る識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等
送信手段と、
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を含むことを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネットなどのコンピュータ通信ネットワークを利用したオンライン
・シヨッピング・システムに関し、特に、店舗内に実際に陳列された商品を、通信ネット
ワーク上で、ネット利用の顧客に対してリアルタイムに販売するための商品販売システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　倉庫や店舗内の商品をカメラで撮像して、その映像をネット利用の顧客に通信回線を介
して送信して、その映像を画面で見ながら購買させる、というアイデアは従来から存在し
ている。
例えば、特開昭５８－２１７０９５号（出願人：坂野重雄）公報では、次のようなシステ
ムを提案している。すなわち、店舗内の商品をカメラで撮影し、その映像を顧客宅に送信
し、顧客は、その映像をテレビで見ながら、買いたい商品を選択し、その選択した商品に
ついての商品種別番号、商品数量番号、及び顧客コード番号を店舗側へ送信する。そして
、店舗側では、これを受けて、移動ロボットが店舗内を移動しながら、選択された商品を
指定数量だけ取り出す。移動ロボットは、さらに、これらの取り出した商品を保持したま
ま、店舗の外に出て、公の道路を通って顧客宅の前まで到着し、顧客宅に設けられた商品
入れ用の容器の中に入れる。以上のようなシステムが提案されている。
　しかしながら、このような顧客が選択した商品を取り出す（ピックアップする）ような
移動ロボットはまだ実用化されていない。また、移動ロボットでピックアップするために
は、商品の配置を移動ロボットで採りやすい配置とする必要があり、しかもこの商品配置
はなるべく動かさないようにする必要があるが、実際の店舗では、来店する顧客の興味を
引くように、店舗内の商品の陳列は芸術的でファッション性を高め店側のセンスの高さを
アピールするやり方でなされるのが通常であるし、また陳列の内容も毎日又は同じ日でも
時刻によって売れやすいように逐次変更していくのが通常である。よって、商品陳列をフ
ァッション性を高めるやり方で行っている店舗では、前述のような移動ロボットを使用す
ることは極めて困難である。
　また、特開平３－１４３１８５号（出願人：日本電信電話株式会社）公報では、カメラ
で撮影した商品の映像情報（リアルタイムではない過去の映像情報）を情報提供元から遠
隔の利用者端末に伝送し、利用者端末では、その伝送された映像を画面で見ながら所望の
商品を位置指定し、この位置指定した商品の位置情報を利用者端末から情報提供元に伝送
し、情報提供元では伝送された位置情報から利用者の指定した商品を識別し、この識別に
基づく情報を伝送することにより利用者端末に当該指定された商品を他の商品と区別する
表示をし、この表示に基づいて利用者の確認情報を情報提供元に伝送するようにするシス
テムが提案されている。そして、このシステムによれば、情報提供元において、カメラで
撮影できる「在庫商品」（「陳列商品」とは記載されていない）の全てを利用者側に提示
することができ、利用者側では、商品選択に臨場感が得られると共に、希望の商品を実時
間で選択できるというメリットがある、と記載されている。
　しかしながら、このシステムにおいては、利用者の確認情報は取れるが、もし来店中の
客がこの利用者と同じ商品を希望した場合に、そして、その商品が他に在庫がなくて陳列
された品のみであった場合に、一つの商品に２人の顧客が重複して購入を希望することに
なり、両者をどう調整するのかが問題となってしまう。このような不都合を回避すること
を考えるなら、結局、このシステムは、問屋や大型小売店において、在庫が多数存在して
いる商品（規格大量生産品。すなわち民法でいう「不特定物」の商品）についてのみ有効
な方法であると言える。
　さらに、特開平８－２２４９８号（出願人：日本電信電話株式会社）公報では、次のよ
うなシステムが提案されている。すなわち、施設内の物品陳列の実写映像（リアルタイム
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ではない過去の映像）をビデオで記録しておき、ネット利用の顧客に対して、この記録し
た実写映像をビデオ再生の要領で再生させる。顧客は、ビデオ再生時の操作（前進・後退
など）でもって、施設内の各商品を見渡し、気に入った商品があると、あたかも自分がそ
の商品に近づくように該商品を至近距離から詳細に見ることができる。つまり、物品陳列
映像は、施設内（店舗内）におかれた各物品を見て回って行く（ビデオ映像で）構成にな
っており、操作者（顧客）は、通常の再生表示により、施設内物品を順番に見ながら、同
時に遠景に施設内の他の物品をも見ることもできる。操作者が詳細情報を見たい商品など
がある場合、前記の映像再生を停止し、停止画面で写っている物品の一つを指定する。す
ると、施設内物品陳列映像処理部が、指定された物品のＩＤ情報を取り出す。このＩＤ情
報は、各物品を特定するための番号である。物品画像・音声・文字情報処理部は、このＩ
Ｄ情報を受けて、該当する物品の詳細情報（物品画像・音声・文字情報）を抽出して、操
作者の端末の画面に表示させることもできる。
　なお、この公報では、操作者が商品の注文を行うための方法については述べられていな
いが、前記の各物品のＩＤ情報が分かれば、電子メールなどの方法で注文は可能であろう
。また、この公報では、画面の位置情報から各物品毎のＩＤ情報を取り出すために、店舗
内空間に仮想的に店舗内空間アドレスを付与し（本願の図１３参照）、店舗内映像を構成
する各映像フレーム毎に、その映像の物理画面座標と前記店舗内空間アドレスとの対応テ
ーブル（本願の図１４参照）を作成し、さらに、前記店舗内空間アドレスと商品コードと
を対応させたテーブル（本願の図１５参照）を作成している。利用者端末に表示された物
品陳列画面（停止画面）で、操作者が希望の商品を指定すると、前記の「画面座標／店舗
内空間アドレス対応テーブル」から店舗内空間アドレスを検索し、該店舗内空間アドレス
をキーとして、前記の「店舗内空間アドレス／商品コード対応テーブル」より、操作者が
選択した商品コード（ＩＤ情報）が取り出される。
　しかしながら、このようなシステムにおいても、前記特開平３－１４３１８５号公報に
おけると同様に、店舗に実際に来店した顧客と前記の遠隔の操作者（利用者）との調整（
つまり、在庫品のない特定の商品について、来店した顧客と遠隔の操作者とがほぼ同時に
重複して購入希望した場合の調整）の問題が全く解決されていない。よって、このシステ
ムも、大型小売店などにおいて、在庫が多数存在して幾らでも追加注文ができる商品（前
記の規格大量生産品、不特定物の商品）についてのみ使用できるネットワークを介したオ
ンラインショッピングのシステムであると言える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、ユーザーＡが、現実の店舗内に陳列されている或る陳列商品又はその陳列商
品の種類についての「他のユーザーＢの感想」を容易に知ることができる、店舗内の陳列
商品の情報提供装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
第１　本願の特許請求の範囲に記載されている発明
１　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列さ
れている各「陳列商品（特定物）又は陳列商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』と
いう）との１対１の関係が分かるような位置（前記各商品の表面をも含む）に配置されて
おり、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識別情報も
しくは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他
の前記識別情報に対応する情報」（後述の感想記録手段に記録されている「情報」と同一
の又はこれと対応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識別情報
等記録手段と、現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段
とハードウェア的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に
記録されている識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するため
の識別情報等送信手段と、店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であ
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って、各『商品等』に関するユーザーの感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワーク
を介して受信するための感想受信手段と、店舗側が運営するサーバーにより管理される感
想記録手段であって、前記感想受信手段により受信された各『商品等』に関する他のユー
ザーＢの感想を、「前記の各『商品等』を識別するための識別情報もしくは前記各『商品
等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の前記識別情報に
対応する情報」（前記識別情報等記録手段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録して
いる識別情報等と同一の又はこれと対応する情報）と対応付けて記録しておくための感想
記録手段と、店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユ
ーザーＡ側から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信
を求める送信要求（前記或る『商品等』に対応する若しくは前記或る『商品等』を識別す
る識別情報等の情報を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、店舗側が運営する
サーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側からの送信要求に対
応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応する『商品等』につ
いての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザーＡ側に向けて送信す
るための感想送信手段と、を含み、前記感想送信手段は、前記ユーザーＡ側からの送信要
求であって前記識別情報等送信手段から送信された「前記現実の店舗内に陳列されている
或る『商品等』を識別するための識別情報等」に対応する『商品等』についての他のユー
ザーＢの感想を送信してくれとの送信要求が、前記送信要求受信手段により受信されたこ
とに対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記識別情報等に対応する『商品
等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記ユーザーＡ側に向けてネットワーク経由
で送信するものである、ことを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
２　現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列さ
れている各『陳列商品（特定物）又は陳列商品（不特定物）の種類』（以下『商品等』と
いう）との１対１の関係が分かるような位置（前記各商品の表面をも含む）に配置されて
おり、「前記の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識別情報も
しくは前記『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他
の前記識別情報に対応する情報」を記録しておくための識別情報等記録手段と、現実の店
舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェア的に一体
でもよいし別体でもよい）であって、「前記識別情報等記録手段に記録されている、前記
各『商品等』を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザ
ーＢの感想にアクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（後述の感
想記録手段に記録されている「情報」と同一の又はこれと対応する情報。以下「識別情報
等」という）を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等
送信手段と、店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各『商
品等』に関する他のユーザーＢの感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介し
て受信するための感想受信手段と、店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録
手段であって、前記感想受信手段により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢ
の感想を、「前記の各『商品等』を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』に
ついての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の前記識別情報に対応す
る情報」（前記識別情報等記録手段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識
別情報等と同一の又はこれと対応する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手
段と、店舗側が運営するサーバーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザー
Ａ側から送信されてきた「或る『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求め
る送信要求（前記或る『商品等』に対応する情報であって「前記識別情報等送信手段から
ユーザーＡ側に送信された識別情報等」を含む）」を受信するための送信要求受信手段と
、店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側
からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応
する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザー
Ａ側に向けて送信するための感想送信手段と、を含むことを特徴とする店舗内の陳列商品
に関する情報提供装置。
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３　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各「商品（特定
物）又は商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』という）に関する他のユーザーＢの
感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための感想受信手段と
、
　店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「各『商品等』を識別
するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセ
スするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（後述の識別情報等記録手段が
各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対応する
情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、店舗側が運営するサーバーによ
り構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側から送信されてきた「或る『商品
等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送信要求（前記或る『商品等』に対
応する若しくは前記或る『商品等』を識別する識別情報等の情報を含む）」を受信するた
めの送信要求受信手段と、店舗側が運営するサーバーにより構成される感想送信手段であ
って、前記ユーザー側からの送信要求に対応して、「前記感想記録手段に記録されている
、前記送信要求に対応する『商品等』についての他のユーザーＢの感想」を、前記要求を
送信してきたユーザーＡ側に向けて送信するための感想送信手段と、現実の店舗内に配置
された識別情報等記録手段であって、現実の店舗において陳列されている各『商品等』と
の１対１の関係が分かるような位置（各商品の表面をも含む）に配置されており、「前記
の自らが配置された位置に対応する『商品等』を識別するための識別情報もしくは前記『
商品等』についての他のユーザーＢの感想にアクセスするための情報その他の前記識別情
報に対応する情報」（前記感想記録手段に記録されている「情報」と同一の又はこれと対
応する情報。以下「識別情報等」という）を記録しておくための識別情報等記録手段と、
現実の店舗内に配置された識別情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェア
的に一体でもよいし別体でもよい）であって、前記識別情報等記録手段に記録されている
識別情報等を、ユーザーＡ側に向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等送
信手段と、を含み、前記感想送信手段は、ユーザーＡ側からの送信要求であって前記識別
情報等送信手段により送信された「前記現実の店舗内に陳列されている或る『商品等』を
識別するための識別情報等」に対応する『商品等』についての他のユーザーＢの感想を送
信してくれとの送信要求が、前記送信要求受信手段により受信されたことに対応して、「
前記感想記録手段に記録されている、前記識別情報等に対応する『商品等』についての他
のユーザーの感想」を、前記ユーザー側に向けてネットワーク経由で送信するものである
、ことを特徴とする店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
４　店舗側が運営するサーバーにより構成される感想受信手段であって、各「商品（特定
物）又は商品（不特定物）の種類」（以下『商品等』という）に関する他のユーザーＢの
感想を、他のユーザーＢ側から通信ネットワークを介して受信するための感想受信手段と
、店舗側が運営するサーバーにより管理される感想記録手段であって、前記感想受信手段
により受信された各『商品等』に関する他のユーザーＢの感想を、「前記の各『商品等』
を識別するための識別情報もしくは前記各『商品等』についての他のユーザーＢの感想に
アクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（後述の識別情報等記録
手段が各『商品等』と対応付けてそれぞれ記録している識別情報等と同一の又はこれと対
応する情報）と対応付けて記録しておくための感想記録手段と、店舗側が運営するサーバ
ーにより構成される送信要求受信手段であって、ユーザーＡ側から送信されてきた「或る
『商品等』についての他のユーザーＢの感想の送信を求める送信要求（前記或る『商品等
』に対応する情報であって「後述の識別情報等送信手段からユーザーＡ側に送信された識
別情報等」を含む）」を受信するための送信要求受信手段と、店舗側が運営するサーバー
により構成される感想送信手段であって、前記ユーザーＡ側からの送信要求に対応して、
「前記感想記録手段に記録されている、前記送信要求に対応する『商品等』についての他
のユーザーＢの感想」を、前記要求を送信してきたユーザーＡ側に向けてネットワーク経
由で送信するための感想送信手段と、現実の店舗内に配置された識別情報等記録手段であ
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って、現実の店舗において陳列されている各『商品等』との１対１の関係が分かるような
位置（各商品の表面をも含む）に配置されており、「前記の自らが配置された位置に対応
する『商品等』を識別するための識別情報もしくは前記『商品等』についての他のユーザ
ーＢの感想にアクセスするための情報その他の前記識別情報に対応する情報」（前記感想
記録手段に記録されている「情報」と同一の又はこれと対応する情報。以下「識別情報等
」という）を記録しておくための識別情報等記録手段と、現実の店舗内に配置された識別
情報等送信手段（前記識別情報等記録手段とハードウェア的に一体でもよいし別体でもよ
い）であって、前記識別情報等記録手段に記録されている識別情報等を、ユーザーＡ側に
向けて、無線手段を介して、送信するための識別情報等送信手段と、を含むことを特徴と
する店舗内の陳列商品に関する情報提供装置。
 
第２　用語の説明
　なお、本願の明細書において、「陳列」（ｄｉｓｐｌａｙ）は、商品の販売のために店
舗に陳列又は展示することを言う。また、本願の明細書において、「商品」とは、不特定
物の商品と不特定物の商品との両者を含んでいる。本提案発明者による先願であり本願が
優先権を主張している平成８年特許願第２７８６７８号と平成８年特許願第３５２０３３
号の明細書においては「現物」という用語が使用されている。この「現物」と本願明細書
の「商品」との関係は次のとおりである。「現物」という用語は、上記の先願の明細書に
おいて、「店舗内で展示・陳列された商品」という意味で使用されている。本願明細書に
おいて「陳列された商品」は、「店舗内に陳列された（ここでの「店舗内に陳列された」
という用語は、店舗の入り口に道路から見えるように店頭に陳列された場合をも含む）商
品」つまり「店舗内又は店頭で陳列された商品」という意味である。これは、先願明細書
の「現物」とほぼ同一の意味で使用されている。なお、「商品」には、「店舗内又は店頭
で陳列された商品」以外に、「在庫の商品」などもある。
 
第３　「本願の特許請求の範囲に記載されている発明」そのものではないが、本明細書の
中では、次のような発明（以下これらを「本提案発明」と呼ぶことがある）も提案されて
いる。
（１）従来の商品取引の現場では、店舗内に陳列（ｄｉｓｐｌａｙ）された商品が一つし
かない（在庫がない、又は、在庫補充が困難である）場合は、その商品の購入の優先順位
は、購入を最初に希望したユーザーに販売するという「早い者順」で決める、という「や
り方」を取っている。この「やり方」は、通信ネットワークを介したオンラインショッピ
ングでも同様に維持するのが妥当だと考えられる。とすると、ユーザーが通信ネットワー
クを介して商品を購入した場合又は購入の申込みをした場合、それと同時か又はその後の
できるだけ早く、そのこと（ネットワーク上のユーザーが購入又は購入の申込みをしたと
いう事実）を、店舗内の来店客や店員に知らせるようにすることが、必要である。つまり
、その陳列（ｄｉｓｐｌａｙ）された商品が販売されれば、その在庫は原則として無い（
又は無い可能性が高い）のだから、原則としてもうその商品は「売約済み」又は「売り切
れ」となり、他者は重ねて購入することはできなくなるのだが、その「売約済み」又は「
売り切れ」となったことを知らせないまま商品を陳列したままにしていると、来店中のユ
ーザーや店員に無用の混乱を与えるようになってしまう（他方、実際に来店しているユー
ザーが陳列された商品を購入する場合は、その商品を手にとって占有して精算所まで持っ
て行くので、その陳列された商品が「売約済み」又は「売り切れ」かどうかは、「外形的
な占有」という事実状態の外観を観察することにより、誰にでも明らかに分かる）。本提
案発明では、このような発想に基づいて、次のような商品販売システムを提案するもので
ある。コンピュータ通信ネットワーク上の商品販売システムであって、店舗内又は店頭に
陳列された商品をリアルタイムに撮像するカメラと、このカメラからの映像を、通信ネッ
トワークを介して、リアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段と、ユーザーが購入
できる店舗内の陳列された商品の表面に取り付けられた又はその商品の近傍に配置された
告知手段であって、前記のユーザーが商品の購入の申込み又は購入のための必要な手続（
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例えば、自己のクレジットカード番号の送信や電子マネーの送信など）を行ったとき、店
舗内又は店頭の顧客又は店員（ユーザー）に、「その商品が売約済み又は売り切れとなっ
たこと」を知らせるための告知手段と、ユーザーが前記映像の中のある商品を指定して購
入の申込み又は購入のための必要な手続をしたとき、前記告知手段を制御して、「その商
品が売約済み又は売り切れとなったこと」を店内の顧客又は店員（ユーザー）に知らせる
ようにする告知制御手段と、を含む商品販売システムである。なお、本提案発明において
、前記の映像提供手段による映像情報の「提供」の方法としては、例えば、（ａ）各店舗
が、インターネット上にホームページを開設して、そのホームページ上でリアルタイムに
店舗内の映像を流すようにし、ユーザーはその流されている映像をブラウザー（閲覧ソフ
トウェア）により取り込むようにする方法、（ｂ）各店舗が、予め会員契約した会員ユー
ザーに対して、インターネットなどの通信ネットワークを介して、店舗内の映像をリアル
タイムに送信する方法、（ｃ）各店舗が、予め会員契約した会員ユーザーに対して、デジ
タル衛星放送により、店舗内の映像をリアルタイムに送信する方法、などの様々な方法が
有り得る。
（２）また、上記の（１）において、前記告知手段は、その商品が売約済み又は売り切れ
であることを、光（光の点灯又は点滅の有無を含む）、文字、記号又はマーク（図形など
）の表示により知らせるための表示部を含むことが望ましい。
（３）また、上記の（１）において、前記告知手段は、その商品が売約済み又は売り切れ
であることを、音の発生（音の発生の有無を含む）により知らせるための音発生部を含む
ことが望ましい。
（４）さらに、前記の（１）（２）又は（３）において、前記告知制御手段は、前記告知
手段に対して、光通信又は赤外線通信などの無線通信により制御信号又はデータを送信す
るものであることが望ましい。
（５）また、前記の（４）において、前記告知制御手段は、前記告知手段に対して、直線
状に進むレーザー光線により、制御信号又はデータを送信するものであることが望ましい
。
（６）さらに、前記の（１）から（５）までのいずれかにおいて、前記告知手段は、自己
を他の告知手段と区別するための識別コードを記録する記録手段と、前記告知制御手段か
らの要求に応じて、光通信又は赤外線通信などの無線通信によりその識別コードを送信す
る送信手段とを、備えたものであることが望ましい。
（７）また、本提案発明は、陳列された商品の「現在の在庫数」を記録する在庫数記録手
段と、ユーザーからの購入申込み（注文）によりその商品が販売又は販売予約されたとき
、前記在庫数記録手段に記録された在庫数を１つ減算処理する減算手段と、前記在庫数記
録手段に記録されたその商品の「現在の在庫数」が“０”であり且つその商品も売約済み
となったと判断されたとき、前記告知手段を制御して、その商品が売約済み又は売り切れ
であることを示す表示を行わせる告知制御手段と、を含むことがよい。例えば、各商品の
近傍にマイクロコンピュータを内蔵した告知パネルを備えておき、店員が予め（携帯型コ
ントローラを使用して）その商品の在庫数を前記マイクロコンピュータのメモリに書き込
んでおく。なお、一品制作の芸術品や中古品などの特定物は初めから在庫数は“０”と書
き込まれる。そして、実際に来店中のユーザー又は通信ネットワーク上のユーザーがその
商品を購入したとき、前記メモリに記録した在庫数を－１し（１だけ減算し）、メモリの
在庫数の値を更新する。そして、更新の結果、在庫数が－１（マイナス１)となったとき
は、商品が販売されたことによりその商品が「売約済み」又は「売り切れ」となったので
、前記告知手段を制御して、「売約済み」又は「売り切れ」の表示を行う。実際には、来
店中のユーザーがその陳列された商品を購入する場合は、直ちにその商品が取り外される
（商品の「外形的な占有」が陳列棚からユーザーの手に移る）ので、前記の告知手段で表
示する必要はない。しかし、通信ネットワーク上のユーザーに販売されるときは、ユーザ
ーの注文（購入申込み）と商品の発送との間に何分か又は何時間かのタイムラグが発生す
るので、その間に来店中のユーザーやネットワーク上のネット利用のユーザーが誤って同
じ商品を注文してしまう事態を回避する必要がある。そのために、前記告知手段による「
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売約済み」又は「売り切れ」の表示が必要になる。なお、本提案発明において、前記の映
像提供手段による映像情報の「提供」の方法としては、例えば、（ａ）各店舗が、インタ
ーネット上にホームページを開設して、そのホームページ上でリアルタイムに店舗内の映
像を流すようにし、ユーザーはその流されている映像をブラウザー（閲覧ソフトウェア）
により取り込むようにする方法、（ｂ）各店舗が、予め会員契約した会員ユーザーに対し
て、インターネットなどの通信ネットワークを介して、店舗内の映像をリアルタイムに送
信する方法、（ｃ）各店舗が、予め会員契約した会員ユーザーに対して、デジタル衛星放
送により、店舗内の映像をリアルタイムに送信する方法、などの様々な方法が有り得る。
（８）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品をリ
アルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示すも
のとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段と
、各商品の「現在の在庫数」を記録する在庫数記録手段と、各商品の表面又は近傍に備え
られ、前記在庫数記録手段に記録された「現在の在庫数」を顧客又は店員（ユーザー）に
対して表示する在庫数表示手段と、を含むことを特徴とするものである。したがって、店
舗内又は店頭の商品の近傍に、現在の在庫数が表示された表示手段が備えられているので
、通信ネットワークを介してアクセスしているユーザー、店内を訪れている顧客、店内の
店員は、その表示をみながら、その商品の在庫数を把握することができる。なお、本提案
発明において、前記の映像提供手段による映像情報の「提供」の方法としては、例えば、
（ａ）各店舗が、インターネット上にホームページを開設して、そのホームページ上でリ
アルタイムに店舗内の映像を流すようにし、ユーザーはその流されている映像をブラウザ
ー（閲覧ソフトウェア）により取り込むようにする方法、（ｂ）各店舗が、予め会員契約
した会員ユーザーに対して、インターネットなどの通信ネットワークを介して、店舗内の
映像をリアルタイムに送信する方法、（ｃ）各店舗が、予め会員契約した会員ユーザーに
対して、デジタル衛星放送により、店舗内の映像をリアルタイムに送信する方法、などの
様々な方法が有り得る。
（９）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品をリ
アルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示すも
のとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段と
、ユーザーが、ある商品を指定して、その商品に関する感想、問合せ、要望、購入申込み
（注文）などのメッセージを、通信ネットワークを介して提供するメッセージ提供手段と
、前記各商品の表面又は近傍に備えられ、ユーザーからのメッセージを記録することがで
きるメッセージ記録手段と、前記メッセージ提供手段から提供されたメッセージを、前記
メッセージ記録手段に無線により送信して書き込むことができるメッセージ書き込み手段
と、を含むことを特徴とするものである。本提案発明では、前記のユーザーがメッセージ
を提供する方法としては、メッセージを電子メールとして送信する方法、店舗側サーバー
がインターネットなどの通信ネットワークに開設しているホームページの中の「そのホー
ムページにアクセスしているユーザーによるデータ入力（書き込み）が許された領域」に
ユーザーが書き込んで登録する方法、などの様々な方法があり得る。本提案発明では、ユ
ーザーがメッセージを提供すると、例えば、店舗側サーバーがこのメッセージをいったん
自己の記録装置に記録する。その後、サーバーは、この記録したメッセージを、商品の近
傍のメッセージ記録手段に無線送信して書き込む。店員は、各商品の近傍のメッセージ記
録手段から、外部の表示装置などを使用して商品毎にメッセージを読み取ることにより、
各商品に関するメッセージを見て、マーケティングなどに活用することができる。
（１０）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品を
リアルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示す
ものとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段
と、ユーザーが、ある商品を指定して、その商品に関する感想、問合せ、要望、購入申込
み（注文）などのメッセージを、通信ネットワークを介して提供するメッセージ提供手段
と、前記メッセージ提供手段からのメッセージを記録することができるメッセージ記録手
段と、各商品の表面又は近傍に備えられ、前記メッセージ記録手段からのメッセージを表
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示するメッセージ表示手段と、を含むことを特徴としている。なお、前記のユーザーがメ
ッセージを提供する方法は、メッセージを電子メールなどの形で送信することにより提供
する方法、店舗側サーバーがインターネットなどの通信ネットワークに開設しているホー
ムページの中の「そのホームページにアクセスしているユーザーによるデータ入力（書き
込み）が許された領域」にユーザーが書き込んで登録することにより提供する方法、など
の様々な方法があり得る。本提案発明では、ユーザーから提供されたメッセージは、例え
ば、いったんサーバーに記録される。サーバーは、この記録したメッセージを、前記の各
商品の近傍に備えられたメッセージ表示手段に無線通信により送り、そこに表示させる。
よって、店員は、各商品の置いてある場所で、その商品に関するメッセージを認識してマ
ーケティングなどに活用することができる。
（１１）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品を
リアルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示す
ものとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段
と、店舗内又は店頭の各商品の表面又は近傍に備えられ、その商品の商品識別データを表
示する商品識別データ表示手段と、ユーザーが、その商品に関する感想、問合せ、要望、
購入申込み（注文）などのメッセージを、前記商品識別データ表示手段により表示された
商品識別データと関連付けて、通信ネットワークを介して提供するメッセージ提供手段と
、このメッセージ提供手段からのメッセージを、前記商品識別データと関連付けて蓄積す
るメッセージ蓄積手段と、を含む商品販売システムである。本提案発明では、ユーザーは
、自己の情報端末の画面上で、商品とその商品の商品識別データを見て、その商品に関す
るメッセージを、その商品の商品識別データと関連付けて、店舗側に提供する。このとき
、前記のユーザーがメッセージを提供する方法としては、メッセージを電子メールなどの
形で送信することにより提供する方法、店舗側サーバーがインターネットなどの通信ネッ
トワークに開設しているホームページの中の「そのホームページにアクセスしているユー
ザーによるデータ入力（書き込み）が許された領域」にユーザーが書き込んで登録するこ
とにより提供する方法、などの様々な方法があり得る。本提案発明では、ユーザーから提
供されたメッセージは、例えば、いったんサーバーに記録・蓄積される。店員は、このサ
ーバーにより記録・蓄積したメッセージの内容を、前記の商品識別データをキーとして、
各商品毎に認識して、マーケティングなどに活用することができる。
（１２）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品を
リアルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示す
ものとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段
と、店舗内又は店頭の各商品の表面又は近傍に備えられ、その商品の商品識別データを記
録する商品識別データ記録手段と、この商品識別データ記録手段が記録している商品識別
データを、無線を介して取り込みユーザーに提供する商品識別データ提供手段と、ユーザ
ーが、その商品に関する感想、問合せ、要望、購入申込み（注文）などのメッセージを、
前記商品識別データ提供手段からの商品識別データと関連付けて、通信ネットワークを介
して提供するメッセージ提供手段と、このメッセージ提供手段からのメッセージを、前記
商品識別データと関連付けて蓄積するメッセージ蓄積手段と、を含む商品販売システムで
ある。本提案発明では、例えば、ユーザーがある商品を指定してその商品識別データを要
求すると、店舗側のサーバーがその商品の近傍にある商品識別データ記録手段を制御して
、そこに記録された商品識別データを取り込み、ユーザーに提供する。ユーザー側では、
この提供された商品識別データと関連付けて、その商品に関するメッセージを提供する。
ここでのメッセージの提供は、上述したのと同様に、電子メールの形と、ホームページの
ユーザー書き込み可能領域への書き込み・登録の形との２つが有り得る。店員は、前記の
商品識別データをキーとして、各商品毎のメッセージを認識してそれをマーケティングな
どに活用することができる。
（１３）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品を
リアルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示す
ものとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段
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と、店舗内又は店頭の各商品の表面又は近傍に備えられ、その商品の寸法、材質などの商
品詳細データを記録しておく商品詳細データ記録手段と、この商品詳細データ記録手段が
記録している商品詳細データを、無線通信を介して取り込み、通信ネットワークを介して
ユーザーに提供する商品詳細データ提供手段と、を含む商品販売システムである。本提案
発明では、ユーザーは、ある商品の商品詳細データ（その商品の材質、外形寸法、価格、
用途、製造会社名、製造地名など）を提供してもらいたいときは、端末画面上で、その商
品を指定して商品詳細データを要求する。すると、例えば、店舗側サーバーは、その指定
された商品の近傍にある商品詳細データ記録手段を制御して、そこに記録された商品詳細
データを無線で取り込み、ユーザー側に提供する。
（１４）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品を
リアルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示す
ものとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段
と、店舗内又は店頭の各商品の表面又は近傍に備えられ、その商品の商品識別データを表
示する商品識別データ表示手段と、各商品に関するその寸法、材質などの商品詳細データ
を、各商品の商品識別データと関連付けて蓄積しておく商品詳細データ蓄積手段と、ユー
ザーが、前記商品識別データ表示手段により表示された商品識別データを指定して、その
商品の商品詳細データを要求したとき、その商品識別データをキーとして、前記商品詳細
データ蓄積手段から該当の商品詳細データを選択して前記ユーザーに提供する商品詳細デ
ータ提供手段と、を含む商品販売システムである。本提案発明では、例えば、各商品の商
品詳細データを、予め、店舗側サーバーに、各商品の商品識別データと関連付けて、蓄積
しておく。ユーザーは、端末画面上で、各商品とその近傍にある商品識別データ表示手段
を見て、各商品の概要とその商品識別データを認識することができる。そして、ユーザー
は、その商品を購入するかどうかのより詳細な判断材料を得るため、その認識した商品識
別データを指定して、その商品の商品詳細データを要求することができる。すると、例え
ば、店舗側サーバーは、その商品識別データをキーとして、その商品の商品詳細データを
ユーザー側に提供する。
（１５）また、本提案発明は、店舗内又は店頭において販売用に陳列された個々の商品を
リアルタイムに撮像するカメラと、このカメラが撮像した映像の情報を、販売対象を示す
ものとして、通信ネットワークを介してリアルタイムにユーザーに提供する映像提供手段
と、店舗内又は店頭の各商品の表面又は近傍に備えられ、その商品の商品識別データを記
録する商品識別データ記録手段と、この商品識別データ記録手段が記録している商品識別
データを無線を介して取り込みユーザーに提供する商品識別データ提供手段と、各商品に
関するその寸法、材質などの商品詳細データを、各商品の商品識別データと関連付けて蓄
積しておく商品詳細データ蓄積手段と、ユーザーが、前記商品識別データ提供手段からの
商品識別データを指定して、その商品の商品詳細データを要求したとき、その商品識別デ
ータをキーとして、前記商品詳細データ蓄積手段から該当の商品詳細データを選択して前
記ユーザーに提供する商品詳細データ提供手段と、を含む商品販売システムである。本提
案発明では、例えば、店舗側サーバーは、その記録装置に、予め、各商品の商品詳細デー
タを各商品毎の商品識別データと関連付けて蓄積しておく。ユーザーは、端末画面上で各
商品を見ながら、商品詳細データを希望する商品の商品識別データを要求する。すると、
サーバーは、その商品の近傍にある商品識別データ記録手段を制御して、そこに記録され
た商品識別データを取り込み、ユーザーに提供する。ユーザーは、この商品識別データの
提供を受けると、この商品識別データをキーとして、店舗側サーバーの記録装置から、そ
の商品識別データで識別される商品の商品詳細データを取り出すことができる。
（１６）さらに、本提案発明は、店舗内又は店頭に陳列された商品の近傍又は周囲におい
て、又は店舗内又は店頭全体において、存在・発生している音声、音響、音楽などの音を
、リアルタイムに収集するマイクなどの音取り込み手段と、この音取り込み手段が取り込
んだ音情報をリアルタイムに通信ネットワークを介してユーザーに提供する音情報提供手
段と、を含むものである。この陳列された商品の近傍又は周囲に存在する音をもユーザー
に提供することにより、ユーザーは、あたかもその店舗ないに実際に居るような「臨場感
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」を抱いて、通信ネットワーク上での商品の選定や購入などの行動を行うことが可能にな
る。
【発明の効果】
【０００５】
第１　本願発明（本願の特許請求の範囲に記載されている発明）による効果
　本願発明によれば、ユーザーＡが、現実の店舗内に陳列されている或る陳列商品又はそ
の陳列商品の種類についての「他のユーザーＢの感想」を容易に知ることができるように
なる。
 
第２　また、「『本願の特許請求の範囲に記載されている発明』そのものではないが、本
明細書の中で提案されている幾つかの発明」（以下「本提案発明」と呼ぶことがある）に
おいては、次のような効果を得られる。
（１）本提案発明においては、店舗内で一品製作的な特定物や在庫品の少ない不特定物な
どの商品を陳列し、それをコンピュータ通信ネットワーク（衛星放送を含む。以下同じ）
を介してネット利用のユーザーに販売する場合に、ネットワークを介してユーザーが購入
を希望した商品について、それが既に「売約済み」又は「売り切れ」であることを店舗内
に実際に居る来店客や店員に直ちに知らせることができる告知手段を備えているので、前
記の商品を、ネットワーク上のユーザーと来店客とが同時に二重に購入希望してしまい混
乱を与えてしまうという不都合を回避できるようになる。
（２）このように、本提案発明によれば、従来の商品を販売用に陳列した店舗を、通信ネ
ットワーク上でも公開することにより、従来の実際に来店してくれるユーザーだけでなく
、通信ネットワークを介してアクセスしてくれる遠隔の地域の住むユーザーも顧客に取り
込むことが可能になる。よって、本提案発明ユーザー採用することにより、遠隔の地域に
姉妹店を新たに開店することとほぼ同様の効果を低コストで、短期間で且つ低リスクで得
られるようになる。また、通信ネットワーク（衛星放送を含む）により店内を公開する場
合は、店舗の実際の営業時間に拘束されることなく、２４時間の営業が可能になる。よっ
て、実際の店舗の営業時間を延長するのと同様の効果を、低コストで（夜間の照明のコス
トと通信及びコンピュータ・システムの稼働コストをプラスするのみで）且つ低リスクで
得られるようになる。つまり、本提案発明によれば、従来の店舗の設備に本提案発明のシ
ステム（カメラなど）を追加するだけで、営業時間の延長（２４時間化）と営業エリアの
拡張（通信ネットワーク化）が可能になる。また、通信ネットワーク上のユーザーのみを
対象とする場合は、店員も不要なので、「無人店舗」も可能である。特に、規模の小さい
店舗では、店番が常に必要なので、商店主が休暇をとりにくいという事情があったが、本
提案発明を採用すれば、休暇をとって「入り口ドアの鍵をかけた店舗」でも、通信ネット
ワークにより一般のユーザーに公開することができるので、休暇をとるのが容易になる。
つまり、本提案発明により「鍵を閉めた店舗」という新しい小売店舗の形態が可能になる
。
（３）また特に、店舗側サーバーから、レーザー光線により、ユーザーが購入を希望する
商品の表面に又はその近傍の位置に配置された告知パネルに信号を送信するようにすれば
、レーザー光線は拡散しないで直線状に進むので、多数の商品が互いに近接して陳列され
ている場合でも、ユーザーが購入を希望する商品商品に対応する告知パネルを正確に狙っ
て信号を送信することができ、その結果、ネット利用のユーザーによる陳列商品の購入申
込みが正確に且つ容易に行えるようになる。
（４）さらに、店舗側サーバーと告知手段との間で、商品識別コードを無線で送受信する
ようにすれば、ネット利用のユーザーが購入の申込みをしたときに、その購入申込みがあ
った商品を商品識別コードで特定できるので、より確実に、そのこと（購入申込みがあり
売約済みとなったこと）を告知手段により表示できるようになる。
（５）また、本提案発明によれば、店舗内の商品の在庫数を表示することにより、在庫数
が何個か（在庫数“０”を含む。在庫数が“０”の場合は「在庫なし、展示品のみ」とい
う表示でもよい）を、店員又は顧客（ユーザー）が容易に知ることができるので、その商
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品の購入又は販売の場面で、例えば、ユーザーの側では「在庫数が少ないので売り切れに
なる前の今のうちに購入しておこう」とか、「在庫が“０”で陳列された商品しか販売さ
れていないので今のうちに購入しておこう」とか、「在庫数が多いのでもう暫く検討して
購入の有無を決めよう」などの判断が可能であるし、店員の側でもより適切な商品案内が
可能になる。
（６）また、本提案発明によれば、店舗側は、ユーザーからの各商品に関する意見・感想
等のメッセージを各商品毎に受け取ることができるので、ユーザーからの意見等を各商品
ごとのマーケティングに活用できるようになる。また、ユーザーの側でも、自分の意見・
感想等のメッセージを店舗側に提供できるので、その店舗に対する愛着が高まり、その店
舗へのリピート率の向上が期待できる。また、店舗側とユーザー側との双方向の情報交換
が可能になる。
（７）さらに、本提案発明によれば、ユーザーは、端末画面上で、店舗内のある商品を購
入するかどうかの判断に当たって、その商品の映像だけでなく、その商品の寸法、材質な
どの商品詳細データをも容易に知ることができるので、遠隔から通信ネットワークを介し
ての商品購入がより適切に行えるようになる。また、店舗側でも、いちいち各商品の商品
詳細データをユーザーに電子メールなどの形で教える必要がなくなり、販売活動がより効
率化されるようになる。また、ユーザーでも、リアルタイムに各商品の商品詳細データを
受け取ることができるので、購入行動がより効率化される。また、店舗側では、どの商品
に何人のユーザーから商品詳細データの要求があったかを把握することにより、それらを
マーケティングデータとして活用できるようになる。また、商品詳細データのやり取りを
通じて、店舗側と顧客側との間での双方向の情報交換がより活発化されるようになる。
（８）さらに、本提案発明によれば、店舗内の映像と共に、店舗内の音もユーザーにリア
ルタイムに提供することができるので、ユーザーは、「臨場感」溢れるショッピングをネ
ットワーク上で行うことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の実施例１について述べるような形態であ
る。
【実施例１】
【０００７】
　次に、本発明の実施例１を説明する。図１は実施例１による商品販売システムを示す概
略図である。図１において、１は店舗内の商品陳列用のテーブル、２、３及び４はこのテ
ーブル１の上に陳列された一品制作に近い在庫が無いか又は在庫が少ない商品で、２は陶
器製品（芸術品）、３は高級衣服、４は陶器製品である。また、図１において、１２，１
３及び１４は、前記の陳列された商品２，３，４がそれぞれ、まだ「販売中」であるか或
いは既に「売約済み又は売り切れ」（以下の記述では、「売約済み又は売り切れ」を「売
約済み」と略して記載する場合がある）であるかを、顧客（来店客と、コンピュータ通信
ネットワークを介してオンラインショッピングを行う遠隔顧客ユーザーとの両者）又は店
員に知らせるための告知パネルである。これらの告知パネル１２，１３，１４の中で、告
知パネル１２は前記商品２の表面に鎖１２ａ又は紐などにより取り付けられている。また
告知パネル１３は、前記の商品（高級衣服）３の裾部のボタンの穴に紐又は鎖１３ａによ
り取り付けられている。また告知パネル１４は、前記テーブル１上の前記商品４の近傍の
位置に、載置されている。
　この店舗内においては、前記商品２については、その価格（￥２０，０００）と商品特
定のための商品識別コード（Ａ１１０１）は、紙製の商品価格等掲示板３２により示され
、その商品２が「まだ販売中」か「既に売約済み（販売できない状態）」かは、前記告知
パネル１２によって、顧客又は店員に示されるようになっている。また、前記商品３につ
いては、その価格（￥３５，０００）と商品特定のための商品識別コードであるバーコー
ド３３ａ（“Ａ１１０２”という内容を示すバーコード）は、紙製の商品価格等掲示板３
３により示される。よって、対応する商品３が「まだ販売中」か「既に売約済み（販売で
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きない状態）」かは、前記告知パネル１３によって、顧客又は店員に示されるようになっ
ている。また、前記商品４については、その価格（￥３０，０００）と、商品特定のため
の識別コード（Ａ１１０３）と、対応する商品４が「まだ販売中」か「既に売約済み（販
売できない状態）」かは、前記告知パネル１４によって、顧客又は店員に示されるように
なっている。
　前記の各告知パネル１２，１３，１４の構成は次のようになっている。まず、前記告知
パネル１２及び１３の構成を説明する。図２に示すように、前記告知パネル１２は、プラ
スチック製のパネル２１の表面に、「販売中」及び「売約済み」の文字がそれぞれ上下並
列に印刷されている。また、この「販売中」及び「売約済み」の文字の左側には、それぞ
れＬＥＤ（発光ダイオード）２２，２３が取り付けられている。また、このパネル２１の
上部には、後述の赤外線信号送信機６１からの信号を受信する受信部２４が形成されてい
る。図２（ｃ）に示すように、前記受信部２４が受信した信号は、前記パネル２１内に内
蔵されたマイクロコンピュータ２５により解析される。この解析に基づいて、マイクロコ
ンピュータ２５は、前記ＬＥＤ２２又は２３のいずれか一方を点灯又は点滅させる。来店
中の顧客又はネットワーク上の顧客は、前記ＬＥＤ２２又は２３のいずれか一方が点灯又
は点滅することにより、その商品１２又は１３が「販売中」か「売約済み」かいずれであ
るかを知ることができるようになっている。
【０００８】
　また、前記告知パネル１４は、次のように構成されている。すなわち、図３に示すよう
に、プラスチック製の枠体３１にＬＣＤ（液晶表示装置）１５が取り付けられている。こ
のＬＣＤ１５には、その商品４の価格（￥３０，０００）と、その商品４の商品特定のた
めの商品識別コード（Ａ１１０３）と、その商品４が「販売中」か「売約済み」かのいず
れかを示す文字とが、表示されるようになっている。また、この枠体３１の上部には、後
述の赤外線信号送信機６１から送信される信号を無線で受信する受信部３４が取り付けら
れている。また、図３（ｃ）に示すように、この枠体１３の内部にはマイクロコンピュー
タ３５が設けられ、前記受信部３４で受信された信号はこのマイクロコンピュータ３５で
解析される。そして、マイクロコンピュータ３５はこの信号の解析に基づいて前記ＬＣＤ
１５を制御して、その商品４が「販売中」か「売約済み」かのいずれかをＬＣＤ１５の画
面に表示させる。これにより、来店中の顧客及びネットワーク上の顧客（ユーザー）は、
その商品４が「販売中」か「売約済み」かを知ることができる。
【０００９】
　次に、再び図１を参照して、実施例１の全体構成を説明する。図１において、４１は店
員４０が携帯する赤外線信号送信機である。この赤外線信号送信機４１は、店員４０の操
作により、前記告知パネル１２及び１３に対して、前記ＬＣＤ２２又は２３のいずれか一
方を状況に応じて点灯又は点滅するための信号を、送信する。また、前記赤外線信号送信
機４１は、店員４０の操作により、前記告知パネル１４に対して、対応する商品４の価格
（￥３０，０００）、商品コード（Ａ１１０３）、及びそれが「販売中」か「売約済み」
かのいずれかの文字を、前記ＬＣＤ１５（図３参照）の画面に表示するための信号を、送
信する。
　また、図１において、５１は店舗内に設けられたビデオカメラである。このビデオカメ
ラ５１は、店舗内に陳列された商品を撮影するためのもので、店舗内の複数箇所にそれぞ
れ設けられている。前記の複数のビデオカメラ５１と店舗内の商品陳列空間とは、次のよ
うな対応関係が設定されている。つまり、店舗内の商品陳列空間を仮想的に複数のアドレ
スに割り振る（従来技術である特開平８－２２４９８号公報の図６（この公報の図６は本
願の図１３にそのまま引用している）を参照）ようにしている。そして、それらの各アド
レスと各ビデオカメラの識別番号との対応テーブルを作成する。そして、この対応テーブ
ルは、店舗側サーバー５２の記録装置に記録される。図５に、この実施例１に使用される
「店舗内空間アドレスとビデオカメラ識別番号との対応テーブル」の一例を示している。
【００１０】
　ユーザーは、通信端末５４の画面上で店舗内の見取り図を見ながら、見取り図内の希望
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する地点（販売コーナー）を指定（マウス等によりクリック）することにより、その地点
を含む空間の映像をリアルタイムに見ることができる。すなわち、通信ネットワーク上の
ユーザー（遠隔顧客）が、例えば店舗内の見取り図などが表示された画面を見ながら、そ
の見取り図の中の所定の地点（ポイント）を指定（マウス等でクリック）すると、その指
定された地点を含む空間のアドレスに対応するビデオカメラ識別番号が、前記テーブル（
図５）により検索される。そして、その検索されたビデオカメラ識別番号を有するビデオ
カメラ５１からのリアルタイムの実写映像データがユーザー側に提供される。この映像デ
ータのユーザー側への提供は、インターネットのホームページで公開され、そのホームペ
ージにアクセスしたユーザーの閲覧用ブラウジング・ソフトウェアなどによりユーザー側
に取り込まれることにより、又は、前記サーバー５２によりユーザー側に送信されること
により、又は、前記の映像が通信衛星からユーザー側に放送されることなどにより、行わ
れる。
　つまり、本実施例１では、前記ビデオカメラ５１が撮像した映像は、例えば、店舗側が
店舗側サーバー５２によりインターネットに開設したホームページで公開される。店舗側
は、サーバー５２の設定により、このホームページにアクセスできるユーザーは、広く一
般の顧客ユーザーとしてもよいし、店舗側に対して予め所定の会費を支払って会員契約を
した顧客会員ユーザーに限定してもよい。このホームページにアクセスしたユーザーは、
ビデオカメラ５１からの映像データを閲覧用ブラウジング・ソフトウェアなどにより取り
込むこともできるし、また前記店舗側サーバー５２から前記映像データを送信させて自己
のコンピュータに取り込むこともできる。また、前記映像データを通信衛星からユーザー
宅へ放送することもできる。
　また後述のように、これらの複数のビデオカメラ５１は、ネット利用のユーザーが店舗
側サーバー（コンピュータ）５２に操作信号を送ることにより、その撮像の方向や撮像の
ズーム倍率を、ユーザーの遠隔操作で任意に変更できるようになっている。よって、ユー
ザーは、ビデオカメラ５１の遠隔操作により、任意の方向及び倍率の映像データを取り込
む（送信又は閲覧用ブラウジング・ソフトウェアにより）ことができる。
【００１１】
　また、図５に示すように、この実施例１では、店舗内空間アドレスの全てについてそれ
ぞれビデオカメラを設置するのではなく、店舗内空間アドレスの一つおきにビデオカメラ
５１を設置するようにしている。よって、空間アドレスＳＡ０１とＳＡ０３にはそれぞれ
対応するビデオカメラ５１が設置されるが、空間アドレスＳＡ０２とＳＡ０４には、対応
するビデオカメラがない。そのため、空間アドレスＳＡ０２とＳＡ０４の実写映像は、そ
れぞれ、そのアドレス空間（例えば、ＳＡ０２）に隣接する両隣の２つのアドレス空間（
例えば、ＳＡ０１とＳＡ０３）にそれぞれ対応するビデオカメラからのそれぞれの映像を
一つに合成し、その合成した映像を、ユーザーに送信するようにしている。
　また、図１において、６１は赤外線信号送信機で、「販売中」か「売約済み」かの信号
を、前記告知パネル１２，１３，１４のいずれかに向けて、無線で送信する。例えば、赤
外線送信機６１から送信する信号に前記各告知パネル毎の識別コードを付与しておく（さ
らに、各告知パネルについては、それぞれ固有の識別コードを記録しておき、自己の固有
の識別コードが付与された情報のみを受け入れて情報処理するようにプログラムしておく
）ことにより、各告知パネル１２，１３，１４の中の該当する識別コードを有する告知パ
ネルのみが選択的に、その信号を受信して情報処理するようにする。この信号を受信した
前記告知パネル１２と１３は、内蔵された前記マイクロコンピュータ２５により、「販売
中」であれば「販売中」の文字の横のＬＥＤ２２を点灯又は点滅させ（図２（ａ）の状態
）、また「売約済み」であれば「売約済み」の文字の横のＬＥＤ２３を点灯又は点滅させ
る（図２（ｂ）の状態）。また、前記の信号を受信した前記告知パネル１４は、内蔵され
た前記マイクロコンピュータ３５により、ＬＣＤ１５を制御して、「販売中」であれば「
販売中」の文字を表示させ（図３（ａ）の状態）、また「売約済み」であれば「売約済み
」の文字を表示させる（図３（ｂ）の状態）。これにより、その商品が「販売中」か「売
約済み」かのいずれかを来店中の顧客又は店員４０に、リアルタイムに知らせることがで
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きる。
【００１２】
　また図１において、５２は、ビデオカメラ５１が撮像した映像を、公衆電話回線５３を
介して、インターネットのホームページにアクセスして来たユーザーにブラウジング（閲
覧用）・ソフトウェアで取り込ませるか、又はユーザーに送信することなどにより、ユー
ザーにデジタルデータとして提供するための、店舗側サーバー（コンピュータ）である。
つまり、ユーザーは、この店舗側サーバー５２からインターネット上のホームページなど
の形で提供される「ビデオカメラ５１により撮影されたリアルタイムの映像データ」をブ
ラウジング・ソフトウェアにより自己のコンピュータに取り込むことができるし、また、
前記映像データを前記店舗側サーバー５２から送信してもらうことも（さらに通信衛星な
どから放送してもらうことも）できる。
また、この店舗側サーバー５２は、ユーザー側通信端末５４からの信号を受信して、前記
赤外線信号通信機６１を制御する。
【００１３】
　また図１において、５４はネット利用のユーザー側の通信端末（パソコンなどで構成さ
れる）で、この端末にはＬＣＤなどを備えた表示装置５４ａとキーボード及びマウスなど
を備えた入力装置５４ｂが備えられている。図４（ａ）は前記の入力装置５４ｂに備えら
れた前記ビデオカメラ５１の操作用コントローラの一例を示すものである。この入力装置
５４ｂの操作用コントローラの図は、テレビゲーム・メーカーである株式会社任天堂の６
４ビットＭＰＵを使用したテレビゲーム機（商品名「ＮＩＮＴＥＮＤＯ６４」）の使用マ
ニュアルに描かれているコントローラの図面から引用したものである。このコントローラ
には、「３Ｄスティック」と言われるスティック１５１が備えられている。この３Ｄステ
ィック１５１は、ユーザーの操作により３次元的に移動するスティック１５１の傾斜角度
と方向（図４（ｂ）及び（ｃ）参照）を読み取ることにより、画面上での３次元の微妙な
操作を可能にしたアナログ式のスティックである。ネット利用のユーザーは、通信ネット
ワークを介して画面を見ながら、この３Ｄスティック１５１を３次元的に動かして、店舗
内の空間を３次元的に自由に移動させられる（遠隔ユーザーは、通信ネットワークを介し
て、あたかも自分が店舗内に居るように店舗内の空間を自由に動ける）。
　この店舗内の空間の移動は、ユーザーが３Ｄスティック１５１を動かすと、その動きに
応じて前記の店舗内仮想空間アドレスが検出され、この検出されたアドレスに基づいて、
前記の「店舗内空間アドレス／ビデオカメラ識別番号テーブル」から、対応するビデオカ
メラ５１の識別番号を検索し、該当するビデオカメラ５１からの実写映像（又は２つのビ
デオカメラからの実写映像の合成映像）のデータを、リアルタイムに提供してもらうこと
により、行われる。
　この実写映像データのリアルタイムの提供は、例えば、ユーザーがホームページにアク
セスして自分のブラウジング（閲覧用）・ソフトウェアで取り込む、前記サーバー５２か
ら送信してもらう、又は、通信衛星から放送してもらう、ことなどにより、行われる。
【００１４】
　この実施例１では、このリアルタイムの実写映像の取り込み又は送信は、店舗が開店し
ている時間帯でも閉店している時間帯でも、２４時間すべて可能になっている。特に店舗
が開店している時間帯においては、送信されてくる実写映像の中には陳列商品だけでなく
通常の来店客や店員などが活動している状況を示す「今現在の生の姿」が映像（動画）と
して入っているので、ネット利用のユーザーは、画面を通じて、画面に写っている来店客
と同様にあたかも自分がその店に居てその現場で実際に商品を物色しているかのような「
臨場感」を得ることができる。
　また、店舗側は、本実施例１の商品販売システムを採用することにより、店舗内の室内
照明さえＯＮにしておけば、２４時間、オンライン上（通信ネットワーク上）で又は衛星
放送により、店舗内をユーザーに見せることができると共に、遠隔の地域に住むユーザー
からのアクセスを受け入れて商品を販売するチャンスも得られる。したがって、店舗側と
しては、店舗の営業時間を延長することと同様の効果を得られると共に、他の遠隔の地域
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に姉妹店を新たに出店するのと同様の効果を得ることができる。
　また、一人又は小人数で営業する店舗では、「店を空けられない（店を閉めておくわけ
に行かない）」という理由から商店主が長期の休暇をとるのが困難であるという問題が従
来よりあったが、本実施例１の商品販売システムを採用すれば、「入り口の鍵を掛けた（
閉めた）ままで、ネットワーク上で営業している店舗」という営業形態も可能になるので
、商店主が長期の休暇を取ることが容易になるというメリットがある。
【００１５】
　また、図６は、前記ユーザー側通信端末５４の表示装置５４ａによる表示画面の一例を
示すものである。図６（ａ）は、ユーザーが図１の前記商品３を購入したいと思い、前記
商品３の価格とその商品識別コード（例えば“Ａ１１０２”を示すバーコード）を表示し
た紙製の商品価格等掲示板３３を拡大して撮像している（ユーザーが店舗側サーバー５２
に操作信号を送信してビデオカメラ５１のズーム機構を遠隔操作して、前記掲示板３３を
拡大して撮像したものである）。この表示装置５４ａの画面の中央には、読み取り部１５
４（図６（ａ）と（ｂ）に破線で示している部分）が形成されている。ユーザーがビデオ
カメラ５１を遠隔操作して、前記バーコード３３ａの映像をこの破線で囲まれた読み取り
部１５４の中に入れさせて、読み取りの命令を入力すると、読み取り部１５４によりバー
コード３３ａが読み取られ（バーコード３３ａがまず画像データとして取り込まれ、それ
が解析されて識別コードとして認識される）、例えば“Ａ１１０２”という商品識別コー
ドが入力される。そして、この読み取られた結果としての商品識別コード“Ａ１１０２”
は、図６（ａ）の表示画面の右上の小さいウインドウ画面１５５の中に表示される。
　以上により、前記商品３が、ユーザー側通信端末５４と店舗側サーバー５２との間で、
“Ａ１１０２”という商品識別コードにより、特定される。
【００１６】
　ユーザーが前記商品３を購入したいと欲するときは、例えば次のように操作して購入の
手続を行う。
　まず、ユーザーが通信端末５４の入力装置５４ｂを使用して、自己の名前・住所・クレ
ジットカード番号などを入力する（場合により、その店舗がデパートでそのデパート独自
のお得意様用の会員番号があればそれをも入力する。また、「商品代金の前払い」が必要
な場合は、商品価格に該当する電子マネーを送信する）。そして、ユーザーは、その入力
した情報と、前記読み取り部１５４により入力された前記商品３の商品識別コードと、キ
ーボードなどで入力した「購入したい」旨のメッセージとを、電子メール送信やホームペ
ージの書き込み領域への登録などの形で、前記通信回線５３を介して、前記店舗側サーバ
ー５２に提供する。前記店舗側サーバー５２では、これらの情報を受け取ると、前記赤外
線送信機６１を制御して、前記商品３の商品識別コードと前記商品３が「売約済み」であ
ることを告知せよ命令する信号を、前記告知パネル１３に送信する。
　具体的には、前記商品３に固有の“Ａ１１０２”という商品識別コードと「ネット利用
の顧客から購入希望又は購入申込みがあった」という情報とを、赤外線信号として送信す
る。前記告知パネル１３に内蔵されたマイクロコンピュータは、予め、この告知パネル１
３が対応する前記商品３に固有の“Ａ１１０２”という商品識別コードが付与された信号
が送信されたときは、それを受信して所定の情報処理（具体的には、告知パネル１３に「
売約済み」の表示をするという処理）を行うようにプログラムされている。したがって、
前記のような信号を受信した前記告知パネル１３では、それまで点灯していたＬＥＤ２２
（「販売中」の文字の横の位置にあるＬＥＤ）が消灯し、ＬＥＤ２３（「売約済み」の文
字の横の位置にあるＬＥＤ）が点灯又は点滅するようになる。
　すなわち、前記赤外線送信機６１から放射される赤外線信号（商品３に固有の商品識別
コードを示す信号と「売約済みの表示をせよ」との命令を示す信号）は、告知パネル１２
，１３，１４など店内の複数の告知パネルに共通にいったん受信される。しかし、各告知
パネル１２，１３，１４などには、それぞれ、それと対応する商品２，３，４に固有の商
品識別コードが記録され、この商品識別コードと共に「売約済み」表示の命令信号が送ら
れた場合にのみその「売約済み」表示の命令を実行するように、予めプログラムされてい
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る。したがって、赤外線送信機６１から前記の信号が複数の告知パネル１２，１３，１４
などに対して放射されたとしても、「売約済み」表示の命令を実行するのは、該当する商
品識別コードが記録されている告知パネル１３だけ、ということになる。
　以上のＬＥＤ２３の点灯処理（「売約済み」の表示）により、陳列してある前記商品３
がその時点から「売約済み」になったことを、来店中の顧客や店員に知らせることが可能
になる。また、このＬＥＤ２３の点灯処理（「売約済み」の表示）は、ネット利用の顧客
が購入申込みをした時から極めて短時間内に行われるので、ネット利用の顧客も、この処
理を画面で見ることにより、購入の申込みが店舗側に受け入れられたことをリアルタイム
に確認できる。
【００１７】
　また、図６（ｂ）は、前記ユーザー側通信端末５４の表示装置５４ａの表示画面の他の
例を示すものである。この例では、ユーザーが図１の商品４を購入したいと欲したときの
操作画面を示している。この場合、ユーザーは、前記ビデオカメラ５１を遠隔操作して、
前記商品４の商品識別コード“Ａ１１０３”が表示されている告知パネル１４を拡大して
撮像させると共に、その商品識別コード“Ａ１１０３”の部分の映像を画面の中央の読み
取り部１５４（図６（ｂ）の破線で囲んだ部分）の中に入れて、読み取りの命令を入力す
る。すると、読み取り部１５４では、“Ａ１１０３”の英数字を読み取る。この読み取り
は、まず前記“Ａ１１０３”の英数字を画像データとして取り込み、その取り込んだ画像
データをＯＣＲ用ソフトウェア（文字認識用プログラム）により文字又は数値データ（テ
キストデータ）として認識することにより行う。このＯＣＲソフトウェアで読み取られた
結果としての商品識別コード“Ａ１１０３”は、図６（ｂ）の表示画面の右上の小さいウ
インドウ画面１５５の中に表示される。以上のようなやり方により、前記商品４の商品識
別コードの入力が行われる。
　なお、以上に説明したやり方は、前記商品識別コードを読み取り部１５４から読み取る
というやり方であるが、実施例１では他の様々なやり方が可能である。その他のやり方の
一つを挙げると、例えば、ユーザーが、画面上で、購入したい商品４の商品識別コードを
“Ａ１１０３”であると認識（目視）し、商品識別コード入力用のウインドウ画面１５５
（図６（ｂ）参照）を表示させて、前記の認識した商品識別コード“Ａ１１０３”をキー
ボードなどで手入力するというやり方である。ユーザーが前記商品４の購入を申し込もう
とするときは、このようにして入力した前記商品４の商品識別コード“Ａ１１０３”と、
別個に入力した自分の氏名・住所・支払い方法と、購入申込みのメッセージなどの情報を
、通信回線５３により、前記店舗側サーバー５２に送信することにより、行う。店舗側サ
ーバー５２は、これらの購入申込みとそれに伴う情報を受けて、前記赤外線送信機６１を
制御して前記商品４の告知パネル１４の表示を「販売中」から「売約済み」に変更させる
。
　また、その店舗の店員は、前記店舗側サーバー５２の購入申込み記録を見て、前記商品
４を陳列用テーブル１から取り外して、それを宅配便などでユーザー宅へ配達するための
手続を行う。
【００１８】
　なお、以上に述べたように、この実施例１では、前記ビデオカメラ５１は、店舗内の複
数箇所に取り付けられている。また、前記赤外線送信機６１も、各ビデオカメラ５１に対
応して（言わばビデオカメラ５１とセットの形で）、各ビデオカメラ５１の近傍の位置に
それぞれ取り付けられている。また、各ビデオカメラ５１からの映像は、コンピュータ・
ネットワークを介して複数の遠隔ユーザーが同時に見ることができる。しかし、一つのビ
デオカメラ５１の方向制御とズーム制御の操作をすることは、最初にそのビデオカメラ５
１にアクセスして「優先権」（そのビデオカメラを操作することについての優先権）を確
立したユーザーのみが行うことができる。そして、そのビデオカメラ５１の操作ができる
ユーザーのみが、前記赤外線送信機６１の操作を行うことができる。前記「優先権」を有
しない他のユーザーは、そのビデオカメラ５１からの映像をブラウジング・ソフトウェア
により取り込んで見ることができるだけである。前記「優先権」を有しない他のユーザー
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は、優先権を有するユーザーが他のビデオカメラ５１へ移動するために今まで確立（取得
）していたビデオカメラ５１の優先権を放棄したときに初めて、そのビデオカメラ５１の
操作の優先権を取得することができる。ビデオカメラ５１の操作の優先権が他のユーザー
に移ると、そのビデオカメラに対応して設けられた前記赤外線送信機６１の操作の優先権
も自動的にその他のユーザーに移転する。なお、ビデオカメラ５１の操作の優先権は、そ
のビデオカメラ５１にアクセスした時刻が早いユーザーから順番に（早い者勝ち）取得で
きる。
【００１９】
　以上、本発明の実施例１について説明してきたが、本発明は上記の実施例１だけでなく
、次のような様々な変更が可能である。
　例えば、図１に符号３０１で示すように、前記ビデオカメラ５１の隣又は近傍に、集音
マイク３０１を備えて、店内全体の又はその商品陳列場所の周辺の音響、音楽又は音声な
どの音を取り込むようにする。そして、この取り込んだ音情報は、前記ビデオカメラ５１
からの映像情報と共に、店舗側サーバー５２により、リアルタイムに、通信ネットワーク
（インターネットのホームページなど）又は通信衛星による放送などを介して、ネット利
用の顧客に提供される。このようにすれば、ネット利用の顧客は、リアルタイムの店内の
映像だけでなく、店内の音もリアルタイムに受け取ることができ、ネットワーク上でのシ
ョッピングがより「臨場感」溢れるものになる、などのメリットが得られる。
　また、例えば、前記の実施例１では、来店中の顧客又は店員にその商品が「売約済み」
となったことを知らせるための告知手段として、ＬＥＤ２２，２３を備えた告知パネル１
２，１３や、ＬＣＤ１５を備えた告知パネル１４を使用して、来店中の顧客や店員に対し
て視覚的に「売約済み」であることを知らせるようにしているが、本発明はこれに限らず
、例えば次のような方法で「売約済み」であることを知らせるようにしてもよい。
　例えば、前記告知パネル１２，１３，１４にＬＥＤやＬＣＤではなく、ブザーやスピー
カを備え、所定の音響や音声を出力することにより、来店中の顧客や店員の聴覚に訴える
ことにより、「売約済み」であることを知らせるようにしてもよい。
　また、本発明において、前記店舗用サーバー５２により制御されるレーザー光線発生装
置を備えて、ユーザーが特定の商品を指定して購入を希望した場合、前記レーザー光線発
生装置を制御して、前記指定されて購入予約された商品に対して、有色のレーザー光線を
放射させ続けるようにし、そして、その放射させ続けることにより、店員に、「その商品
を陳列用テーブル１から取り外して前記ユーザーに配達する必要がある」ことを知らせる
ようにしてもよい。この場合は、前記店員が前記商品を陳列用テーブル１から取り外す前
でも、前記レーザー光線が放射され続けているので、来店中の顧客や店員は、その商品が
既に「売約済み」であると認識できる。
【実施例２】
【００２０】
　次に、本発明の実施例２を図７に基づいて説明する。図７において、図１と共通する部
分には同一の符号を付している。この実施例２では、各商品２，３，４には、それぞれ薄
型且つ小面積で「商品タグ」と同じような形状の告知パネル７２，７３，７４がそれぞれ
取り付けられている。この取付けの方法については、告知パネル７２は、痕跡の残らない
タイプで複数回の取付けと取り外しが可能な粘着剤が塗布された粘着テープ（図示せず）
により、商品２の表面に接着されている。また、前記告知パネル７３，７４は、それぞれ
紐９３，９４により、商品３，４に取付けられている。
　前記告知パネル７２，７３，７４の外観構成は、図２（ａ）及び（ｂ）に示すものと同
一である。またこれら告知パネル７２，７３，７４の内部構成は、図８に示すとおりであ
る。すなわち、図８において、７２ｂはＣＰＵ（中央処理装置）である。また７２ａは、
ＣＰＵ７２ｂにより制御され、ＬＥＤ２２，２３（図２参照）又はＬＣＤを含む表示部で
、ある商品が「販売中」か「売約済み」かを示すための表示部である。また７２ｅは、Ｃ
ＰＵ７２ｂにより制御され、外部装置へ信号を無線送信するための送信部、７２ｄはＣＰ
Ｕ７２ｂにより制御され、外部の機器（装置）からの信号を無線で受信するための受信部
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、７２ｃは、前記ＣＰＵ７２ｂにより制御されデータを記録するメモリである。このメモ
リ７２ｃは、記録されたデータの書き換えが可能なメモリで、例えば不揮発性強誘電体メ
モリ（ＦＲＡＭ）により構成されている。なお以上の説明は告知パネル７２の内部構造に
ついてのものであるが、告知パネル７３及び７４についても同様である。
　また図７において、符号８１は、店員４０が携帯して各商品２，３，４に取り付けられ
た前記告知パネル７２，７３，７４との間で信号を送受信するための、携帯型の赤外線送
受信機である。この携帯型赤外線送受信機８１の内部構成は、図８に示すとおりである。
すなわち、図８において、８１ａはＣＰＵ、８１ｂはＣＰＵ８１ａからの制御によりデー
タを記録するメモリ、８１ｃはキーボードなどから成る入力部、８１ｄはＬＣＤなどから
成る表示部、８１ｅはＣＰＵ８１ａの制御によりデータを送信する送信部、８１ｆは外部
の機器からのデータを受信する受信部である。
【００２１】
　次に、前記赤外線送受信機８１の動作を説明する。店員４０は、店舗内に販売のために
陳列された商品について、その商品識別コードと、その商品が現在「販売中」か「売約済
み」かのいずれかを示すデータ、商品名データ、商品の価格データ、商品の材質に関する
データ、及び商品のサイズ（寸法）データなどの商品に関する商品データなどの各データ
を、入力部８１ｃにより入力する。この入力された前記各データは、ＣＰＵ８１ａにより
、メモリ８１ｂにいったん記録される。次に、店員４０が入力部８１ｃから、送信の指令
を入力すると、ＣＰＵ８１ａは、送信部８１ｅを制御して、前記のメモリ８１ｂに記録さ
れた前記各データを、前記告知パネル７２に無線送信する。この送信された前記各データ
は、告知パネル７２の受信部７２ｄにより受信されＣＰＵ７２ｂによりメモリ７２ｃに記
録される。またＣＰＵ７２ｂは、前記識別データ及び商品データと共に受信された「その
商品（商品）が現在販売中か売約済みかいずれであるか」というデータに基づいて、表示
部７２ａのＬＥＤ２２，２３（図２参照）を制御して、「販売中」か「売約済み」かのい
ずれかの表示を行い、「販売中」か「売約済み」かいずれかを来店客や店員へ知らせる。
　次に、図７において、符号８２は店舗側サーバー５２により制御される赤外線送受信機
で、前記告知パネル７２，７３，７４との間で無線で信号（データ信号）の送受信を行う
ものである。この赤外線送受信機８２の電気的構成は図９に示すとおりで、ＣＰＵ８２ａ
と、データを記録するためのメモリ８２ｅと、前記告知パネル７２，７３，７４との間で
データを無線で送受信するための送信部８２ｂ及び受信部８２ｃと、前記店舗側サーバー
５２との間でデータを送受信するためのＩ／Ｏポート８２ｄと、から構成されている。ま
た、図７において、符号８３は前記店舗側サーバー５２に制御されて前記告知パネル７２
，７３，７４の受光部７２ｆ（図９参照）にレーザー光線を放射するためのレーザー光線
発生機、８４は前記店舗側サーバー５２に制御されて前記レーザー光線発生機８３から放
射されるレーザー光線のその放射方向を制御するための方向制御機である。
【００２２】
　次に図９を参照して、これらの店舗側サーバー５２、赤外線送受信機８２、レーザー光
線発生機８３、方向制御機８４、及び告知パネル７２，７３，７４の相互の関係と動作を
説明する。前記の赤外線送受信機８２、レーザー光線発生機８３、及び方向制御機８４は
、店舗内の複数箇所に設けられた各ビデオカメラ５１とそれぞれ対応するように、各ビデ
オカメラ５１毎にそれとセットにして、各ビデオカメラ５１の近傍の位置にそれぞれ備え
られている。
　いま、実施例１と同様に、ネット利用の顧客ユーザーが、図７に示すビデオカメラ５１
が撮像した映像データを公開しているインターネットのホームページにアクセスして、そ
のビデオカメラ５１が撮像した映像を取り込んで端末５４の画面で見て、図７の商品２（
在庫品なし商品限り）を購入したいと欲したときの動作を以下に説明する。
　まず、ユーザーは、その商品２の商品識別コードを知る必要がある。また、ユーザーは
、その商品２の価格やサイズや材質をも、購入の意思表示をする前に知って、本当に購入
するのがよいかどうかを検討する必要がある（前記の商品２の価格やサイズや材質は、ビ
デオカメラ５１からの映像により価格が記入された商品札を見ることにより、また商品２
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の映像を拡大してその表面などを見ることにより、ある程度分かるかもしれないが、ビデ
オカメラ５１からの情報だけでは十分には分からない場合がある）。そのための動作を以
下に説明する。
　この場合、ユーザーは、まず、自己の通信端末５４から、前記レーザー光線発生機８３
からレーザー光線を発生させるための指令信号と、そのレーザー光線の放出方向を制御す
るための制御信号とを、前記店舗側サーバー５２に送信する。この場合の前記レーザー光
線の放出方向の制御は、ユーザーが表示装置５４ａの画面を見ながら、図４に示すような
３Ｄ（３次元）操作スティックなどを使用して、あたかもテレビゲームで狙った目標に向
けてピストル型レーザー銃でレーザー光線を放出するのと同じような要領で、目標となる
告知パネル７２の中心部（この中心部に受光部７２ｆがある）を表示装置５４ａの画面の
中心に持って来て、その中心部（受光部７２ｆがある部分）に向けてレーザー光線を放出
するように「発射」の指令を入力して送信することにより行う。
　前記のレーザー光線の発射指令信号とその発射方向制御信号とを受信した店舗側サーバ
ー５２は、まず、発射方向制御信号に基づいて方向制御機８４を制御して、レーザー光線
の発射方向を制御する。次に、店舗側サーバー５２は、レーザー光線発生機８３を制御し
て、レーザー光線を前記の制御した方向に向けて、発射させる。このレーザー光線の放出
は所定時間だけ継続させる。この発射されたレーザー光線（図７の符号８５参照）は、一
本又は複数本の線状に直線的に、前記告知パネル７２に送られ、告知パネル７２の受光部
（図９の７２ｆ参照）で受光される。このレーザー光線が受光されたときは、それを示す
信号が、受光部７２ｆからＣＰＵ７２ｂへ送られる。次に、ユーザーは、前記のレーザー
光線が放出されている間に、入力装置５４ｂを操作して、前記告知パネル７２がその内蔵
するメモリ７２ｃに記録している商品識別データなどの商品データを受け取るための遠隔
操作を行う。この操作は、ユーザーが、前記入力装置５４ｂから、「商品データを送信せ
よ」という命令データを入力して、店舗側サーバー５２に送信することにより、行う。こ
の命令データを店舗側サーバー５２が受け取ると、店舗側サーバー５２は、前記赤外線送
受信機８２を制御して、前記の命令を意味する命令信号を無線で送信する。この赤外線に
よる命令信号は、レーザー光線のように一本の直線状に直進せず拡散するので、同じ赤外
線の命令信号が図７の各告知パネル７２，７３，７４にそれぞれ受信されることになる。
　しかし、ＣＰＵ７２ｂが実行するプログラム（メモリ７２ｂに予め格納されている）に
は、予め、「レーザー光線を受光している間に前記命令信号を受信した場合はそれを解析
して実行するが、レーザー光線を受光していない間に命令信号を受信してもそれは解析し
ないで無視する」という命令をいれておくようにしている。したがって、前記の赤外線送
受信機８２からの命令信号は、結局、前記の３つの告知パネル７２，７３，７４の全てが
いったん受信するが、その受信された命令信号を読み取って（解析して）実行するのは、
前記３つの中でレーザー光線を同時に受光している告知パネル７２のみとなる。そして、
この告知パネル７２は、この命令信号を読み取って、自己のメモリ７２ｃに記録されてい
る商品データと商品識別データとを示す信号を、無線により、前記赤外線送受信機８２に
向けて送信する。この送信された商品データと商品識別データを示す信号は、店舗側サー
バー５２によりユーザー側に提供される。この商品データ及び商品識別データの提供は、
ユーザーが店舗側のホームページを操作して読み取るか、サーバー５２からユーザー側に
送信してもらうことにより、行われる。
　ユーザーの端末５４の表示装置５４ａの画面に前記商品データ及び商品識別データが表
示されると、ユーザーは、この画面を見ながら、その商品２についての、価格、サイズ、
材質などの商品データと商品識別データを確認して、購入するかどうかを検討することが
できる。
【００２３】
　次に、ユーザーが、前記商品２に関する商品識別データと、価格、サイズ、材質などの
商品データとを前記表示装置５４ａの画面で確認して、その購入を意思決定し、購入の申
込みをしようとするときの動作を説明する。
　この場合、前述の商品データを要求する場合と同様に、まず、ユーザーは、ユーザー側



(26) JP 4486120 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

通信端末５４から命令信号を送信して、前記方向制御機８４及びレーザー光線発生機８３
を遠隔操作し、レーザー光線を前記告知パネル７２の中央部（受光部７２ｆがある部分）
に向けて発射させ、そのレーザー光線の放出を所定時間だけ継続させる。このレーザー光
線は受光部７２ｆにより受光され、その受光したことを示す信号がＣＰＵ７２ｂに送られ
る。次に、ユーザーは、前記レーザー光線が継続して放出されている間に、購入申込みの
メッセージ、自己の氏名及び住所、電子メールアドレス、購入しようとする商品２の商品
識別データ、価格の支払い方法、及びクレジットカード番号などの購入申込みに必要なメ
ッセージ及びデータを入力し、店舗側サーバー５２に送信する。
　これらのメッセージ及びデータを受信した店舗側サーバー５２は、前記赤外線送受信機
８２を操作して、前記のユーザーの氏名及び住所、電子メールアドレス、商品２の商品識
別データ、価格の支払い方法、及びクレジットカード番号を示す信号と、「これらのデー
タをメモリ７２ｃに記録せよ」という命令を示す信号と、「その商品２が売約済みになっ
たので告知パネル７２の表示部７２ａの表示を売約済みを示すように変更せよ」という命
令を示す信号とを、赤外線通信により送信する。この赤外線通信による信号は、レーザー
光線と異なって一本の直線状に進行せず周囲に拡散してしまうので、これらの送信された
信号は、前記告知パネル７２のみでなく、その周囲の告知パネル７３及び７４にも同時に
受信されてしまう。しかし、各告知パネル７２，７３，７４に内蔵されたＣＰＵを制御す
るプログラムには、「前記赤外線送受信機８２からの信号を受信しても同時にレーザー光
線８５を受光している場合だけ、その受信した信号を解析し実行せよ（レーザー光線を同
時に受光していないときは信号をいったん受信しても解析しないで無視せよ）」という命
令が組み込まれている。したがって、前記の店舗側サーバー６２から送信した信号は前記
３つの告知パネル７２，７３，７４の全てにいったん受信されてしまうとしても、その受
信した信号を解析して実行するのは、前記のデータ及び命令信号の受信と同時にレーザー
光線８５をも受光している前記告知パネル７２のみに限られる。
　これにより、前記告知パネル７２のＣＰＵ７２ｂは、前記の受信したデータ（商品識別
データ、ユーザーの氏名、住所、電子メールアドレス、クレジットカード番号など）をメ
モリ７２ｃに記録すると共に、前記表示部７２ａのＬＥＤを制御して、「売約済み」であ
ることを来店中の顧客や店員に知らせるように、表示部７２ａの表示を変更する。
　そして、前記告知パネル７２のＣＰＵ７２ｂは、これらの処理が終了したら、そのこと
を示す信号を店舗側サーバー５２に無線で送信する。店舗側サーバー５２は、このこと（
処理の終了）を示す信号をユーザー側通信端末５４に送信して、ユーザーに購入申込みの
処理が終了したことを電子メールなどで通知する。これにより、ユーザーは、購入の手続
が終了したことを確認できる。
　このようにして遠隔ユーザーによる商品２の購入が終了すると、前記告知パネル７２に
「売約済み」であること示す情報が表示されるので、来店中の顧客や店員４０は、その商
品が「売約済み」であることを直ちに知ることができ、この商品２が来店中の顧客により
誤って二重に購入申込みされることが避けられる。
　また、店員４０は、その商品２を購入した遠隔ユーザーの氏名や住所を、店舗側サーバ
ー５２を介して知ることができるが、同時に、携帯型の赤外線送受信機８１を使用しても
知ることもできる。つまり、前述のように、ユーザーの氏名や住所などのデータは、告知
パネル７２内のメモリ７２ｃに記録されているので、店員４０は、告知パネル７２のＣＰ
Ｕ７２ｂに指令してメモリ７２ｃに記録されたデータを自己が携帯所持している赤外線送
受信機８１に送信させ、これらのデータを赤外線送受信機８１の表示部（ＬＣＤ）８１ｄ
で表示させることによっても、前記データの内容を知ることができる。
　また、前記告知パネル７２の表示部７２ａをＬＣＤにより構成して、ＣＰＵ７２ｂによ
りメモリ７２ｃの記録内容を表示部７２ａに表示させる方法によっても、店員４０は購入
を申し込んだ遠隔ユーザーの情報などを知ることができる。
【実施例３】
【００２４】
　以上の実施例２では、前記レーザー光線発生機８３からのレーザー光線８５が受光部７
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２ｆにより受光され続けている間に、前記赤外線送受信機８２から、「その商品２が販売
中であるとの表示をせよ」又は「その商品２が売約済みであるとの表示をせよ」という命
令を示す信号と購入申込みをした遠隔ユーザーの氏名・住所等のデータを示す信号とを、
前記告知パネル７２に向けて、送信するようにしている。
　これに対して、実施例３では、前記赤外線送受信機８２による前記の各データを示す信
号の送信機能をも、前記レーザー光線発生機８３に代替させるようにすることを特徴とし
ている。
すなわち、この実施例３では、図１０のレーザー光線発生機２０６により発生されるレー
ザー光線２０７に、購入申込みをした遠隔ユーザーの購入申込みメッセージを示す信号と
、購入申込みをした遠隔ユーザーの氏名・住所等のデータを示す信号とを乗せて（例えば
、レーザー光線２０７の点滅の組合せにより“０”と“１”の組合せから成るデータや信
号を表すようにする）、このレーザー光線２０７によりこれらのメッセージやデータを示
す信号を、図１０の告知パネル２０２の受光部２０２ｃ（図１２参照）に向けて送信する
ようにしている。この場合、前記受光部２０２ｃにより受光された信号は、ＣＰＵ２０２
ａ（図１２）に送られる。この信号を受けた前記ＣＰＵ２０２ａは、予めメモリに記録さ
れたプログラムに基づいて、表示部２０２ｄ（図１２）を制御して、その表示を「販売中
」から「売約済み」に変更させる。またＣＰＵ２０２ａは、メモリ２０２ｄ（図１２）に
前記購入申込みをしたユーザーの氏名・住所などのデータを記録させる。
【００２５】
　以下、図１０～図１３を参照して、この実施例３をさらに詳しく説明する。図１０～１
３において、実施例２と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。まず、図
１０において、ビデオカメラ５１は店舗内に複数箇所設けられているが、これらの各ビデ
オカメラ１５のそれぞれに対応するように、後述のレーザー光線発生機２０６、方向制御
機８４、及び赤外線受信機２０９がいわばワンセットの形で備えられていることは、実施
例２と同様である。
　次に、図１０～図１３において、２０２，２０３，２０４はそれぞれ商品２，３，４に
取り付けられた告知パネル、２０５は店員４０が携帯して告知パネル２０２，２０３，２
０４に商品識別コードや価格などを示す信号をレーザー光線により送信する携帯型コント
ローラ、２０６は、店舗側サーバー５２から送られた購入を希望する顧客の氏名・住所な
どのデータを示す信号を、レーザー光線２０７に乗せて送信するためのレーザー光線発生
機、２０９は告知パネル２０２，２０３，２０４からの購入予約確認信号（赤外線信号）
を受信して店舗側サーバー５２に送る（店舗側サーバー５２では、さらにこの確認信号に
基づいて、購入申込み受付確認のメッセージをユーザー側通信端末５４に送る）ための赤
外線受信機である。
【００２６】
　次に、図１１に基づいて、店員４０が、各商品２，３，４の商品識別コードと、その価
格、材質などの商品データとを、それぞれに対応する前記各告知パネル２０２，２０３，
２０４に、送信するときの動作を、説明する。店員４０は、各商品２，３，４の商品識別
コードとその価格等のデータを、前記携帯型コントローラ２０５に入力する。具体的には
、入力部２０５ｂから前記コード及びデータを入力してＣＰＵ２０５ａによりメモリ２０
５ｄに記録する。次に、この記録された前記コード及びデータを、レーザー光線発生部２
０５ｅから、レーザー光線に乗せて発信する。この場合、レーザー光線は一本の直線状に
進行するので、ターゲットとなる商品に対応する告知パネルの中央部を狙ってレーザー光
線を発射すれば、その告知パネルのみに確実にレーザー光線を受光させることができ、そ
の狙った告知パネル以外の他の告知パネルにそのレーザー光線が誤って受光されてしまう
恐れがない。告知パネル２０３の受光部２０２ｃは、このレーザー光線による信号を受光
して、その信号をＣＰＵ２０２ａに送り、ＣＰＵ２０２ａはこの信号が示すデータをメモ
リ２０２ｄに記録する。またＣＰＵ２０２ａは、この記録されたデータに基づいて、表示
部２０２ｂのＬＥＤ（又はＬＣＤ）を制御して、その商品２が「販売中」か「売約済み」
かの表示をさせる。
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　なお、店員４０が告知パネル２０２，２０３，２０４のメモリに記録されたデータを見
たいと欲するときは、前記携帯型コントローラ２０５を操作して、「告知パネル２０２の
メモリ２０２ｄに記録されているデータを送信せよ」との命令を示す信号を前記コントロ
ーラ２０５のレーザー光線発生部２０５ｅから送信する。すると、この信号を乗せたレー
ザー光線は告知パネル２０２の受光部２０２ｃに受信されて、ＣＰＵ２０２ａによって、
メモリ２０２ｄに記録されたデータが送信部２０２ｅから送信され、これが前記携帯型コ
ントローラ２０５の受信部２０５ｆで受信される。
【００２７】
　次に、ネットワークを介してアクセスしているネット利用の顧客ユーザーが、ビデオカ
メラ５１の映像を介して商品２を購入したいと希望し、店舗側に対してその購入申込みを
行うときの動作を、図１０及び図１２に基づいて、説明する。この動作は、次の（イ）～
（ト）の順に沿って行われる。
（イ）ネット利用の顧客ユーザーは、通信端末５４の画面上で、ビデオカメラ５１からの
映像を見ながら、購入を検討したい商品が見つかった場合、まず、その商品の材質、寸法
、販売価格、価格の支払い方法などの商品データを知る必要がある。店舗側が、その商品
データをネット利用の顧客に知らせるための方法としては、いろいろな方法がある。
例えば、まず第１に、店舗側が予め各商品の近傍に、その商品の材質、寸法、販売価格、
価格の支払い方法などの商品データを記載したシートを立て掛けておき、ユーザーはこの
シートを前記ビデオカメラ５１からの映像で視認するという方法がある。第２の方法は、
ユーザーがレーザー光線発生機２０６を遠隔制御して（遠隔制御の具体的な方法は次の（
ロ）の説明を参照）、前記告知パネル２０２の中のメモリ２０２ｄに記録されているその
商品の材質、寸法、販売価格、価格の支払い方法などの商品データを無線で返信するよう
に命令する信号を、レーザー光線により前記告知パネル２０２に送信して、告知パネル２
０２から前記商品データを無線で返信させるという方法がある。第３の方法としては、ユ
ーザーが赤外線送信機（図１の６１参照）を遠隔制御して、前記告知パネル２０２の中の
メモリ２０２ｄに記録されているその商品の材質、寸法、販売価格、価格の支払い方法な
どの商品データを無線で返信するように命令する信号を、告知パネル２０２が記録してい
る対応する商品の商品識別コードを示す信号と共に、赤外線により、前記告知パネル２０
２に送信して、告知パネル２０２から前記商品データを無線で返信させる（告知パネル２
０２においては、前記の命令を示す信号と共に送られた商品識別コードが、自己が記録し
ている商品識別コードと一致するかどうかを判定し、一致した場合だけ、前記の命令を実
行する）という方法がある。第４の方法としては、ユーザーがその商品の映像とその商品
に関する商品データを送信して欲しい旨のメッセージとを、電子メールで店舗側サーバー
５２に送信し、店舗側の店員がその電子メールに対して、店舗側サーバー５２を使用して
、この商品の商品データをユーザーに返信するという方法がある。以上の方法以外にも、
ここでは記述を省略するが、様々な方法が有り得る。
　いずれかの方法でユーザーがその商品の商品データを確認して、購入の意思を決定した
ときは、ユーザーは、次のように購入の申込みをする。
（ロ）まず、ユーザーは、店舗側サーバー５２を介して方向制御機８４を遠隔操作し、レ
ーザー光線発生機２０６からのレーザー光線２０７が、自分の希望する商品２に対応する
告知パネル２０２の中央部にある受光部２０２ｃに正確に当たるように、レーザー光線の
方向制御をする。これは、テレビゲームの戦闘ゲームにおいてテレビ画面上で狙ったター
ゲットに向けてピストルやレーザー光線銃を発射するのと同じ要領で、ユーザーが通信端
末５４による遠隔操作により、レーザー光線２０７の球筋（たますじ）が前記告知パネル
２０２の中央部（受光部２０２ｃ）に当たるように狙いをつけて、前記レーザー光線発生
機２０６から発射すべきレーザー光線の方向制御をする。
【００２８】
（ハ）そしてユーザーは、この方向制御をした上で、店舗側サーバー５２に、自分の氏名
・住所、商品価格の支払い方法、自分のクレジットカード番号、自分の電子メールアドレ
ス、及び、その商品２の購入申込みのメッセージなどのデータを、送信する。店舗側サー
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バー５２は、これらの送信されたデータを示す信号と「表示部２０２ｂのＬＥＤを販売中
の表示から売約済みの表示に変更せよ」という命令を示す信号とを、前記レーザー光線発
生機２０６からのレーザー光線２０７に乗せて、前記告知パネル２０２に向けて、送信す
る。また、店舗側サーバー５２は、前記のユーザーから送られた前記データを、自己の外
部記録装置（ハードディスク）５２ａに記録する。
（ニ）前記のレーザー光線２０７とそれに乗せられた信号は、告知パネル２０２の受光部
２０２ｃで受光され、そのＣＰＵ２０２ａに送られる。ＣＰＵ２０２ａは、この送られた
信号を解析してその解析して得られたデータをメモリ２０２ｄに記録する。また、このＣ
ＰＵ２０２ａは、この解析して得られたデータの中の前記「表示部２０２ｂのＬＥＤを販
売中の表示から売約済みの表示に変更せよ」という命令に基づいて、表示部２０２ｂのＬ
ＥＤ２２，２３（図２参照）を制御して、その点灯又は点滅表示を「販売中」から「売約
済み」に変更する。これにより、その時点から直ちに、来店中の顧客及び店員は、その商
品２が「販売中」から「売約済み」に変わったことを認識（目視）できるようになる。ま
た、ネットワークを介して購入申込みをしたユーザーも、前記告知パネル２０２の表示部
２０２ｂの表示が「販売中」から「売約済み」に変わったことを、ビデオカメラ５１から
の映像によりリアルタイムに目視できるので、自分の購入申込みが確かに告知パネル２０
２内のメモリ２０２ｄに記録されて受け付けられたということを、その場で確認できる（
ユーザーは、さらに、後述の店舗側サーバー５２からの購入申込み受付の確認の通知によ
っても、確かに受け付けられたことを確認できる）。また、前記ＣＰＵ２０２ａは、前記
表示部２０２ｂの制御とほぼ同時に、警報ブザー２０２ｆを制御し、所定の音色から成る
警報音を所定時間継続して発生させる。店舗内の店員４０は、この警報音を聞いて、その
購入申込みがあった商品２を見つけて、それを陳列場所から取り外して、購入申込みをし
たユーザーへ配達するための準備をする。
【００２９】
　なお、前記ＣＰＵ２０２ａの制御で表示部２０２ｄが表示を「販売中」から「売約済み
」に変更する場合、予め、「販売中」の文字に対応するＬＥＤ（図２（ａ）の符号２２参
照）は青色に発光するようにし、「売約済み」の文字に対応するＬＥＤ（図２（ｂ）の符
号２３参照）は赤色に発光するように構成しておけば、来店中の客、店員、遠隔ユーザー
のいずれにとっても、その確認がより容易になる。また、図２に示す例では、ＬＥＤ２２
及び２３は、それぞれ「販売中」及び「売約済み」の文字の隣に位置させているが、ＬＥ
Ｄ２２，２３それ自体を平面が長方形になるように形成しておき、その平面にそれぞれ「
販売中」及び「売約済み」の文字を表示させるようにしてもよい。
　また、なお、前記の（ロ）の動作においては、店舗側サーバー５２は、ユーザーから送
信された購入申込みのメッセージ信号とユーザーの氏名等のデータを示す信号と「表示部
２０２ｂのＬＥＤを販売中の表示から売約済みの表示に変更せよ」という命令を示す信号
とを、前記レーザー光線発生機２０６からのレーザー光線２０７に乗せて、前記告知パネ
ル２０２に向けて、送信するようにしているが、前記のレーザー光線２０７に乗せて送ら
れる各信号の中で、前記の「表示部２０２ｂのＬＥＤを販売中の表示から売約済みの表示
に変更せよ」という命令を示す信号は、あえて前記レーザー光線発生機２０６から送信す
る必要はない。なぜなら、ユーザーから送信された購入申込みのメッセージ信号とユーザ
ーの氏名等のデータを示す信号がレーザー光線発生機２０６から送信されれば、告知パネ
ル２０２内のＣＰＵ２０２ａが、その主記憶装置（ＲＯＭ　リードオンリーメモリ）の中
に予め組み込まれたプログラムに基づいて、自分で「表示部２０２ｂのＬＥＤを販売中の
表示から売約済みの表示に変更せよ」という命令を生成し、これに基づいて必要な制御を
行うことが可能だからである。
【００３０】
（ホ）さらに、前記ＣＰＵ２０２ａは、前記レーザー光線２０７に乗せられて送られて来
たデータの全てを、「これらのデータを正確に受信して記録した（ユーザーからの購入申
込みを確かに受け付けた）ということの確認」のために、そのまま、送信部２０２ｅから
、赤外線受信機２０９に向けて、赤外線信号に変換して送信する。また、このとき、前記
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ＣＰＵ２０２ａは、メモリ２０２ｄに予め記録されている商品２の商品識別コード（前述
のように店員４０の携帯型コントローラ２０５の操作により、記録される）をも、後述の
店舗用サーバー５２による照合チェック及び確認のために、前記の送信部２０２ｅから、
赤外線受信機２０９に向けて、赤外線信号に変換して送信する。
（ヘ）前記赤外線受信機２０９では、前記の送信された赤外線信号が受信部２０９ｂで受
信されると、ＣＰＵ２０９ａによりその赤外線信号が解析される。その赤外線信号が解析
されて得られたデータは、メモリ２０９ｃに記録されると共に、Ｉ／Ｏポート２０９ｄを
介して店舗側サーバー５２に送信される。
（ト）店舗側サーバー５２では、この送信されたデータを、前記ユーザーからの購入申込
みのときにユーザーから送られて記録しておいたデータと照合チェックして、両者が一致
していれば、「ユーザーからの購入申込みは正確に受け付けられた」という旨の「受付確
認メッセージ」の通知を、ユーザー側に送信する。また、このとき、店舗用サーバー５２
は、前記の告知パネル２０２から赤外線信号として送信された商品２の識別コードに基づ
いて、その商品２に関する価格や材質やサイズ等の商品データを外部記録装置（ハードデ
ィスク）５２の中のファイルから検索して、その検索した商品データをユーザー側に送信
し、ユーザーによる購入予定商品の品質等の確認作業に資するようにする。また、このと
き、店舗側サーバー５２は、ユーザーが送信して来た商品２の映像データをも、商品２の
確認のために、前記の商品データと一緒に、ユーザー側に送信する。また、このとき、店
舗側サーバー５２は、遠隔ユーザーの購入申込みの「受付確認メッセージ」（前述の）と
共に、その商品２のユーザーへの配達に関する情報、例えば「直ちに配達します」とか「
貴殿からの商品価格の支払いを確認した上で、配達します」などのメッセージをも、前記
ユーザーに送信する。
（チ）また、店舗側サーバー５２は、前記（ト）での照合チェックにおいて前記両データ
が互いに一致していなければ、もう一度、ユーザーからのデータをレーザー光線２０７に
乗せて告知パネル２０２に送信して、同じ動作を繰り返すようにする。また、店舗側サー
バー５２は、以上の照合結果と以上の経過（取引履歴）を、自らに接続された外部記録装
置（ハードディスク）５２ａに記録する。
　以上のように、この実施例３では、実施例２における赤外線送受信機８２の送信機能（
前記のユーザーからのデータ等を示す信号を送信する機能）をレーザー光線発生機２０６
により行わせるようにしているので、実施例２で使用していた赤外線送受信機８２は「赤
外線受信機２０９」として受信機能のみを持たせればよくなり、機器及びシステムの構成
が簡素化できるというメリットがある。なお実施例３の上記で説明したこと以外の構成及
び動作は、実施例２と同様であるので、説明を省略する。
【００３１】
　なお、本発明は以上の各実施例に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。
例えば、次のような構成を加えることができる。
（ａ）図１（実施例１）のシステムにおいて、さらに、ビデオカメラ５１は、店舗内の警
備・防犯用の監視カメラと共用（兼用）させることができる。
（ｂ）請求項７～８の発明の実施例。
　図１（実施例１）のシステムにおいて、さらに、店舗側サーバー５２は、予め各商品の
それぞれについてその商品識別データと在庫数とを記録しておき（特定物の場合は最初か
ら在庫数を“０”と記録しておく）、実際に来店中の顧客又は通信ネットワーク上のユー
ザー（ネット利用の顧客）から注文（購入の申込み）があったとき、その商品識別データ
をキーとして在庫数を読み出してその在庫数をマイナス１とする（１つ減算する）ように
し、その結果、在庫数が“０”となり且つ店頭に陳列された商品が購入又は購入予約され
たときのみ、前記告知手段１２，１３，１４を制御して、その表示部に「売約済み」又は
「売り切れ」の表示をさせるようにしてもよい。なお、前記告知手段による表示の内容と
しては、一品製作的な特定物（芸術品や骨董品など）については「売約済み」の表示を、
在庫品が存在する不特定物については「売り切れ」の表示をさせるのが望ましい。また、
不特定物の商品において、在庫数が“０”となり販売対象が店頭に陳列された商品のみと
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なったときは、前記告知パネルにより、「在庫ゼロ」又は「店頭品のみ」という表示をさ
せてもよい。
【００３２】
　また、図７のシステムにおいて、各商品の在庫数を、各商品の近傍の告知パネル７２，
７３，７４のメモリに記録させておき、その記録された在庫数を表示部７２ａにより表示
するようにすれば、その表示により、店員、ネット利用の顧客、来店中の顧客などが容易
に在庫数を把握できる。
　図７（実施例２）又は図１０（実施例３）のシステムにおいて、さらに、前記告知パネ
ル７２，７３，７４又は２０２，２０３，２０４は、その内蔵のメモリ７２ｃ又は２０２
ｄに予めその商品の在庫数（一品製作の特定物の在庫数は、初めから“０”である）を記
録しておく。そして、店舗内を実際に訪れている顧客又は通信ネットワーク上のユーザー
がその商品を注文（購入申込み）したときは、前記告知パネル７２，２０２のＣＰＵ７２
ｄ，２０２ａがメモリに記録された在庫数を１だけ減算処理してメモリ内の在庫数を更新
記録する。そして、この減算処理後の在庫数が“０”になり且つ店頭の陳列商品も販売さ
れたとき、前記告知手段パネルを制御して、表示部７２ａ，２０２ｄにより「売約済み」
又は「売り切れ」の表示をさせるようにする。なお、前記告知パネルによる表示の内容と
しては、一品製作的な特定物（芸術品や骨董品など）については「売約済み」の表示を、
在庫品が存在する不特定物については「売り切れ」の表示をさせるのが望ましい。また、
不特定物の商品において、在庫数が“０”となり販売対象が店頭に陳列された商品のみと
なったときは、前記告知パネルにより、「在庫ゼロ」又は「店頭品のみ」という表示をさ
せてもよい。
　また、前記ＣＰＵは、前記告知パネルを制御して、メモリに記録されたその商品の現在
の在庫数を、表示部７２ａ，２０２ｄにより表示させるようにしてもよい。
【００３３】
（ｃ）請求項９～１２の発明の実施例。
　図１（実施例１）のシステムにおいて、さらに、ユーザーは各商品毎の商品識別データ
を指定して、その商品に関する質問、問合せ、要望、感想、注文などのメッセージを電子
メール送信やホームページへの書き込み・登録などの形で、店舗側サーバー５２に蓄積す
ることができる。店舗側サーバー５２では、これらのメッセージを各商品識別データ毎に
蓄積しておく。これにより、店舗側の店員は、店舗側サーバー５２に蓄積されたメッセー
ジを、各商品に関するマーケティング・データとして活用することができる。
なお、前記の各商品の商品識別データは、告知パネル７２，７３，７４のメモリ７２ｃ（
図８参照）に記録されている。したがって、ユーザーは、例えば、各商品の近傍に備えら
れた各告知パネル７２，７３，７４などの表示部７２ａにこの記録された商品識別データ
を表示させて、その表示からこの商品識別データを読み取ることにより、又は、各告知パ
ネル７２，７３，７４の記録からこの商品識別データを無線送信させることにより、各商
品の商品識別データを知ることができる。
　また、図７（実施例２）又は図１０（実施例３）のシステムにおいて、さらに、ユーザ
ーは、その商品の購入申込みのメッセージだけでなく、その商品に関する自己の質問、問
合せ、要望、意見・感想、注文などのメッセージを、図７の赤外線送信機８２又は図１０
のレーザー光線発生機２０６の遠隔操作により無線送信して、前記告知パネル７２，７３
，７４又は２０２，２０３，２０４の内蔵メモリ７２ｃ又は２０２ｄ（図１２参照）に書
き込み・記録させることができる。店員は、前記告知パネルのメモリに記録されたユーザ
ーからのメッセージを、携帯型の赤外線送受信機８１，２０５に受信させて読み取ること
ができる。
　また、さらに、これらの各告知パネル２０２，２０３，２０４は、メモリに記録された
ユーザーからのメッセージを表示部２０２ｂ（図１２参照）により表示させてもよい。こ
うすれば、店員は、各商品のある場所で、ユーザーからのメッセージを見ることができる
。
【００３４】



(32) JP 4486120 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

（ｄ）請求項１３～１５の発明の実施例。
　また、図１１～図１２のシステムにおいて、各告知パネル２０２，２０３，２０４の内
蔵メモリ２０２ｄに、予め、各商品の商品詳細データ（材質、寸法など）を記録させてお
き、ユーザーは、これらの各告知パネル２０２，２０３，２０４からその商品の商品詳細
データを取り出せるようにしてもよい。具体的には、例えば、図１２のレーザー光線発生
機２０６をユーザーが遠隔操作して、その商品の商品詳細データを無線送信するように指
令を出して、その商品詳細データを無線送信させることにより、取り込むことができる。
　また、図１１～図１２のシステムにおいて、各告知パネル２０２，２０３，２０４の内
蔵メモリ２０２ｄに、予め、各商品の商品識別データを記録させておき、ユーザーは、こ
れらの各告知パネル２０２，２０３，２０４からその商品の商品識別データを取り出せる
ようにしてもよい。具体的には、例えば、図１２のレーザー光線発生機２０６をユーザー
が遠隔操作して、その商品の商品識別データを無線送信するように指令を出して、各告知
パネル２０２，２０３，２０４からそこに記録された商品識別データを無線送信させるこ
とにより、取り込むことができる。そして、店舗側のサーバーの記録装置には、予め、各
商品の商品詳細データを、各商品識別データと関連付けて蓄積しておく（商品データベー
スとして）。ユーザーは、前述のような方法により、各告知パネル２０２，２０３，２０
４から商品識別データを取り込み、この取り込んだ商品識別データを指定して、店舗側サ
ーバーの商品データベースから、該当の商品の商品詳細データの提供を受ける。この商品
詳細データの提供は、ホームページの閲覧と検索による方法でもよいが、それ以外に、電
子メールによる送信の方法など、様々な方法が有り得る。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施例１の全体構成を示す概略図である。
【図２】実施例１に使用される告知パネルを示す図である。
【図３】実施例１に使用される告知パネルを示す図である。
【図４】実施例１に使用されるユーザー側通信端末の入力装置を示す図である。
【図５】実施例１の店舗用サーバーに備えられた記録装置に記録される、「店舗内空間ア
ドレスとビデオカメラの識別番号との対応テーブル」を示す図である。
【図６】実施例１に使用されるユーザー側通信端末の表示装置の表示画面を示す図である
。
【図７】本発明の実施例２の全体構成を示す概略図である。
【図８】実施例２に使用される告知パネル７２と赤外線送受信機８１の構成と動作を説明
するための図である。
【図９】実施例２に使用される告知パネル７２と赤外線送受信機８１とレーザー光線発生
機８３などの構成と動作を説明するための図である。
【図１０】本発明の実施例３の全体構成を示す概略図である。
【図１１】実施例３に使用される告知パネルと店員用携帯コントローラの構成と動作を説
明するための図である。
【図１２】実施例３に使用される告知パネルと赤外線受信機とレーザー光線送信機などの
構成と動作を説明するための図である。
【図１３】従来技術（特開平８－２２４９８号公報）における、商品を陳列した店舗内に
付与する店舗内空間アドレスの構成図である。
【図１４】従来技術（特開平８－２２４９８号公報）における、ユーザー側端末の表示装
置の画面物理座標と店舗内空間アドレスの対応を取るためのテーブル構成図である。
【図１５】従来技術（特開平８－２２４９８号公報）における、店舗内空間アドレスと商
品を特定するためのテーブル構成図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　商品陳列用テーブル
　２，３，４　陳列された商品（商品）
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　１２，１３，１４，７２，７３，７４，２０２，２０３，２０４　告知パネル
　１５　ＬＣＤ（液晶表示装置）
　２２，２３　ＬＥＤ（発光ダイオード）
　２４，３４　受信部
　２５，３５　マイクロコンピュータ
　３１　枠体
　３２，３３　紙製の商品価格等掲示板
　４０　店員
　４１，６１　赤外線信号送信機
　５１　ビデオカメラ
　５２　店舗側サーバー
　５３　通信回線
　５４　ユーザー側通信端末
　５４ａ　表示装置
　５４ｂ　入力装置
　８１，８２　赤外線送受信機
　８３，２０６　レーザー光線発生機
　８４　方向制御機
　１５１　３Ｄスティック
　１５４　読み取り部
　１５５　商品識別コード入力用ウインドウ
　２０５　店員用携帯方コントローラ
　２０９　赤外線受信機

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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